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序     文 
 
ネパール連邦民主共和国では反政府勢力（マオイスト）と政府の間で 2006 年 11 月に包括的和平合

意が締結され、紆余曲折を経ながらも、2008 年 4 月には制憲議会選挙が実施された。新憲法は当初予

定されていた 2010 年 5 月末までには成立せず、制憲議会の任期を 1 年延長することとなったため、延

長期間内の憲法制定に向けて引き続き調整が行われる予定であり、その後、総選挙、地方選挙と新た

な国づくりのプロセスが続く予定である。 
ネパール連邦民主共和国では歴史的にメディアが政治に利用されるケースが多く、自由・公正なメ

ディアは未発達である。包括的和平合意調印後も、地域ベースでの争議が発生しており、紛争を助長

しない報道のあり方が問われている。また、和平プロセスの情報及び制憲議会の各委員会での政党間

の争点・議論進捗状況、政治課題等は、正確に地方にまで伝わっていないケースも少なくなく、メデ

ィア関係者も、憲法制定等ネパール連邦民主共和国が直面している課題についての知識が十分ではな

い。メディアの役割として、正確・公正な報道を通じ情報を普及し、世論を反映させることにより国

民の民主化プロセスへの参加促進を担うことが期待されるなか、ラジオ・新聞・テレビにおける記者

及び編集者・制作者の正確・公正な報道を実施するための人材育成が課題となっている。 
こうした状況を受け、2009 年 8 月、ネパール連邦民主共和国情報通信省より、①メディア政策の改

定、②正確・中立・公正なメディアモデルとしてのラジオネパールの機能強化をめざす技術協力プロ

ジェクトが要請された。 
これを受け、独立行政法人国際協力機構（JICA）は、詳細計画策定調査団を派遣し、2010 年 7 月に

ネパール連邦民主共和国政府と討議議事録を署名し、2010 年 11 月より 3 年間にわたるプロジェクト

を実施することが合意された。 
本報告書は、同調査団の調査・協議結果を取りまとめたものであり、今後の技術協力実施にあたっ

て、関係方面に広く活用されることを願うものである。 
ここに調査団の各位をはじめ、調査にご協力頂いた内外関係各機関の方々に深く謝意を表するとと

もに、引き続き一層のご支援をお願いする次第である。 
 
平成 22 年 7 月 
 

独立行政法人国際協力機構 

公共政策部長 中川 寛章 
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事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 
 

作成日：平成 22 年 7 月 7 日 
担当部・課：公共政策部法・司法課 

 

１．案件名：平和構築・民主化促進のためのメディア能力強化プロジェクト 

（英文名：Project for Promoting Peace Building and Democratization through the Capacity Development of 
the Media Sector in Nepal） 

２．協力概要 

（１）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 
和平・民主化プロセスが進み、憲法制定及び総選挙・地方選挙等重要な政治イベントが続くネ

パール連邦民主共和国（以下、「ネパール」と記す）において、情報通信省によりメディア政策・

法令・指針の改定案が策定されるとともに、ラジオネパールの公共放送局としての機能が強化さ

れることを通じ、民主化の過程における正確・中立・公正なメディアのモデルが示されることを

目的とする。 
 

（２）協力期間 
2010 年 11 月～2013 年 10 月（36 カ月間） 

 
（３）協力総額（日本側） 

約 2.8 億円 
 
（４）協力相手先機関 

情報通信省（Ministry of Information and Communications：MoIC） 
ラジオネパール（Radio Nepal） 

 
（５）国内協力機関 

総務省 
 
（６）裨益対象者及び規模、等 

情報通信省、ラジオネパール（職員数：約 600 名）、報道従事者 

３．協力の必要性・位置づけ 

（１）現状及び問題点 
ネパールでは反政府勢力（マオイスト）と政府の間で 2006 年 11 月に包括的和平合意が締結さ

れ、紆余曲折を経ながらも、2008 年 4 月には制憲議会選挙が実施され、翌月には制憲議会が設

置された。新憲法は予定されていた 2010 年 5 月末までには成立せず、制憲議会の任期を 1 年延

長することとなったため、延長期間内の憲法制定に向けて引き続き調整が行われる予定であり、

その後、総選挙、地方選挙と新たな国づくりのプロセスが続く予定である。 
ネパールではメディアが政治に利用されるケースが多く、自由・公正なメディアは未発達であ

る。包括的和平合意成立後も、タライ動乱をはじめとして、地域ベース、民族ベースの動乱が発



 

生しており、紛争を助長しない報道のあり方が問われている。また、和平プロセスの情報及び制

憲議会の各委員会での政党間の争点・議論進捗状況、政治課題等は、正確に地方にまで伝わって

いないケースも少なくなく、メディア関係者も、憲法制定等ネパールが直面している課題につい

ての知識が十分ではない。 
こうした政治状況の下、ネパールのメディアは現在、活字・放送とも、市場の受入能力を超え

た乱立状況にあり、生き残りのための政治勢力への接近、特定政党の意に沿わないメディアに対

する脅迫・物理的暴力、ジャーナリスト自身による保身のための自己規制、こうした要因に起因

するプロフェッショナリズムの欠如－という悪循環に陥っており、健全なメディアに期待される

「政治に対する監視機能」は果たされていない。乱立する活字メディアが正常な機能を果たして

いないことに加え、放送メディアについても、情報通信省が不十分な審査・登録で放送免許・周

波数を割り当てていることが、全国で 300 近い放送局の乱立状況につながっている。これらのメ

ディアは脆弱な市場においては、援助してくれる政治勢力のプロパガンダに利用されることも少

なくなく、メディアの機能が正常化しない要因となっている。 
情報通信省が所管するメディア関連法令（Radio Act, National Broadcasting Regulation 等）につ

いては、多くが王制下に策定されたものであり、その後の政治状況やメディアの乱立を踏まえて

現状に即した改定が必要となっている。現在の政府が暫定政権であり、政党ごとにメディア政策

が異なることから、時代にそぐわなくなっている法律・規則等が多々存在するにもかかわらず改

定作業は十分に進んでいない状況である。 
一方、ラジオネパールは、全国に放送網をもち、多言語によるニュース報道、多文化に配慮し

た番組制作を続ける国営放送局であり、今後進められる「公共放送局化」プロセスのなかでは、

放送内容や組織・財政面で独立性を高めるとともに、選挙・政治報道や災害報道等で重要な役割

を担うことが期待されている。しかし、現状は①放送内容②カバレージ③財務状況の面で課題が

山積している。財政状況の悪化から、政府公報を多く受け、放送内容のレベルの低迷や、民間

FM と比べて音質が不良（聞きにくい）であることが、聴取者離れを引き起こし、広告主の確保

も困難な状況を招いている。この悪循環が技術革新をも阻害し、音質の良好な民間 FM 局との聴

取者獲得競争にも敗れる結果となっている。 
こうした状況のなか、メディア政策・ラジオネパールを管轄する情報通信省より、①メディア

政策の改定、②正確・中立・公正なメディアモデルとしてのラジオネパールの機能強化をめざす

技術協力プロジェクトの要請が日本国政府に提出された。 
 

（２）相手国政府国家政策上の位置づけ 
ネパール政府は、暫定 3 カ年計画（2010/11～2012/13）を現在取りまとめ中である。同計画の

策定にあたっては、長期的な視点をもって、平和で繁栄したネパールをめざす開発方策が議論さ

れている。この議論の過程においては、2009 年 5 月に国家開発戦略文書（案）が作成されてお

り、このなかで、民主化プロセスへの国民の参画を促すメディアの強化が重要であり、メディア

政策、諸規則のタイムリーな整備及び事実に基づいた中立的でバランスのある国民志向の番組を

国民に届けることが喫緊の課題である旨が盛り込まれている。さらに、民主的な社会における放

送の公共性にかんがみ、首相の任命により「ハイレベル評議会」が設置され、ラジオネパールの

公共放送化の検討が進められている。本プロジェクトの計画内容は、メディア政策の改定及びラ

ジオネパールの改革を通じて、正確・中立・公正なメディアのモデルを示し、ネパール国の民主



 

化プロセスと平和構築の促進に貢献することであり、ネパール国暫定 3 カ年計画及びラジオネパ

ールの公共放送化検討・推進の方向性と整合している。 
 

（３）わが国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ（プログラムにおける位置

づけ） 
日本政府は、「民主化・平和構築」を重点分野の 1 つとし、民主化プロセスの進展に合わせた

時宜を得た支援を行う方針である。同重点分野の民主化プロセス支援プログラムの方向性とし

て、「わが国は制憲議会選挙などに対し、人・資金面で積極的に支援を実施してきている。今後

も和平プロセスの進展や政治･治安情勢を見極めつつ、憲法制定･法整備、総選挙等を見据えた平

等・公正な選挙制度の構築、メディアを媒体とした民主化プロセスの推進、憲法制定議会等に対

し、他機関との連携も考慮し、和平プロセスの進展に合わせて時宜を得た支援を、主に人材育成

の観点から検討していく」としており、制度づくりとともに、メディアを媒体とした政治プロセ

スに関する公正・公平な情報の国民への提供を通じ、民主化プロセスを推進していくこととして

いる。さらに、本プロジェクトは、ネパールの新しい国づくりのプロセスにおいて重要な役割を

果たすメディアの能力強化であるという点において、わが国の援助政策及びプログラム方針と整

合している。 

４．協力の枠組み 

（１）協力の目標（アウトカム） 
１）協力終了時の達成目標 

プロジェクト目標： 
（メディア政策の改定及びラジオネパールの改革を通じて）民主化の過程における正確・中

立・公正なメディアのモデル1が示される。 
＜指標・目標値＞ 
1．改定されたメディア政策・法令・指針が報道従事者及びメディア関係者に認識される2。 
2．ラジオネパールが各政党の情報を公正・中立に扱い、かつ多文化に配慮をした報道・番組3を

発信できるようになる。 
 

２）協力終了後に達成が期待される目標 
上位目標： 
メディアの正確性・中立性・公正性の原則を尊重する環境が醸成される。 

＜指標・目標値＞ 
1．改定されたメディア政策・法令・指針がネパールジャーナリスト連盟及び主要メディア

各社の規範・活動に取り込まれる。 
2．ラジオネパールの報道・番組の公平性・中立性・正確性に対する国民の信頼性が向上する4。

                                                      
1 ネパールで十分に実施されていない調査報道、特定の政治勢力への偏りのない選挙・政治報道、及び人権の尊重を含む報道倫理等、
民主国家でメディアが果たす役割のあり方を体現した姿を指す。 

2 報道従事者及びメディア関係者の認識の測定に関しては、普及セミナー等のプロジェクト活動を通じて、報道従事者へのアンケート
を実施し、改善の度合いを測る予定。 

3 特定政党に偏らない各政党の公正・中立な扱いや多文化への配慮、調査に基づいた報道等を指す。 
4 案件開始時に聴取者を対象としたベースライン調査を実施のうえ、案件開始後 6 カ月以内をめどに指標の設定を行い、経年的に計測
する予定。 



 

（２）成果（アウトプット）と活動 
１）アウトプット 1：情報通信省によりメディア政策・法令・指針の改定案が策定される。 

＜指標・目標値＞ 
以下の内容を含むメディア政策・法令・指針が改定される。 

・ 放送倫理に基づく番組制作 
・ 周波数管理を通じた適正なメディア管理 
・ メディア行動規範 

＜活動＞ 

1-1：情報通信省が、現行のメディア政策・法令・指針を改定するためのタスクフォースを立

ち上げる。 
1-2：タスクフォースが各国の事例を参考分析しつつ既存のメディア政策・法令・指針に係る

課題を取りまとめる。（例：メディア政策、放送法・条例、電波法・条例、出版法・条例、

プレスカウンシル法・条例、ジャーナリスト関連法、メディア行動規範） 
1-3：タスクフォースが現行のメディア政策・法令・指針の見直し案を作成する。 
1-4：タスクフォースが作成したメディア政策・法令・指針の見直し案について、情報通信省

が関係機関（National Press Institute 等）と審議し承認する。 
1-5：情報通信省が改定されたメディア政策・法令・指針について普及活動を実施する。 
 

２）アウトプット 2：ラジオネパールの公共放送局としての機能が強化される。 
＜指標・目標値＞ 
1．ラジオネパールが、政治に係る重要な議論・決定や公共サービスについて番組制作ガイド

ラインに沿った番組を放送する。 
2．ラジオネパールの聴取率がプロジェクト開始時よりも改善する5。 
＜活動＞ 
2-1：ラジオネパールが「公共放送化準備タスクフォース（仮称）」を設置する。 
2-2：「公共放送化準備タスクフォース（仮称）」が現行のワークフローを分析し重要課題を抽

出する。 
2-3：ラジオネパール関係部が聴取者拡大を阻害している放送技術上の課題を分析し、OJT を

通じて改善する。 
2-4：ラジオネパール関係部が報道及び番組制作に関する課題を分析する。 
2-5：ラジオネパール関係部が報道及び番組制作に関する職員向け OJT を実施し、改善案及び

研修マニュアルをまとめる。 
2-6：ラジオネパール内の番組モニタリング委員会が公共放送としての番組制作ガイドライン

を作成し適正なモニタリングを実施する。 
2-7：ラジオネパール関係部がラジオネパールの現行の財務状況の課題を分析し、効率化のた

めの提言をまとめる。 
2-8：「公共放送化準備タスクフォース」が 2-2～2-7 を踏まえ公共放送化に向けたアクションプ

ランを作成する。 

                                                                                                                                                                           
5 聴取率の改善の目標値については、プロジェクト開始後 6 カ月以内をめどに設定する予定。 



 

2-9：ラジオネパールが正確・中立・公正な報道を実践していることを広く周知する。 
 

（３）投入（インプット） 
１）日本側 

・ 専門家派遣（総括、メディア政策、放送技術、番組制作、財務分析・マーケティング、ジ

ャーナリズム、調整員・平和構築） 
・ 供与機材（聴取範囲に係る調査をプロジェクト開始後に実施のうえ、FM 塔を含む必要な

機材の詳細を詰める予定） 
・ 研修員受入れ 
・ 現地ローカルコンサルタント、NGO、専門家 
 

２）ネパール側 
1．カウンターパート人件費、プロジェクト事務所、その他 

＜カウンターパート人員＞ 
・ プロジェクトマネジャー（情報通信省、ラジオネパール） 
・ タスクフォースメンバー 
カウンターパートについては、情報通信省次官を議長とする合同調整委員会（JCC）に

より年に 1～2 回程度進捗をモニターするとともに、情報通信省 Joint Secretary 及びラジオ

ネパール総裁（Executive Director）をプロジェクトマネジャーとし、加えて、成果ごとに、

情報通信省とラジオネパールにそれぞれタスクフォースを結成することとした。 
2．プロジェクト事務所の設置（情報通信省、ラジオネパール） 

 

（４）外部要因（満たされるべき外部条件） 
＜上位目標の外部条件＞ 

・ 民主化プロセスが維持される。 
・ 情報通信省のメディア政策・法令・指針の改定案が立法化され、実施される。 
・ 普及・広報活動が行われる。 

 
＜プロジェクト目標の外部条件＞ 

・ 情報通信省の改革の方向性が維持される。 
・ ラジオネパールの公共放送化の方向性が維持される。 
・ 極端な政治介入が行われない。 

 
＜前提条件＞ 

・ 治安状況が大幅に悪化しない。 
・ ラジオネパールが国家管理される方向に向かわない。 

５．評価 5項目による評価結果 

（１）妥当性：高い 
政策との整合性 
・ 本プロジェクトの計画内容は、ネパール国の暫定 3 カ年計画（民主化及び平和構築の推進）、



 

国家開発戦略文書（案）（メディア諸政策のタイムリーな整備、及び事実に基づいた中立的で

バランスのある国民志向の番組制作の強化）、並びに首相の任命によって設置された「ハイ

レベル評議会」が示したラジオネパールの公共放送化検討・推進と整合している。また、本

プロジェクトは日本政府の対ネパール経済協力方針と整合している。 
・ 民主化プロセスと平和構築を支えるためには、国民に正確・中立・公正な情報を伝えるメデ

ィアが不可欠である。そのため、法令により正確・中立・公正なメディアを規定し、ラジオ

ネパールをモデルとして示すことは、直接的にネパール国の民主化プロセスと平和構築に貢

献することが期待される。 
 

実施機関の妥当性 
・ 情報通信省は、メディア政策の推進を担う政府機関であり、放送、出版を管轄しているため、

情報通信省の政策支援を行うことによりネパール国のメディアへの波及効果が見込め、実施

機関としての妥当性が認められる。 
・ ラジオネパールは、全国に放送網をもち、多言語によるニュース報道、多文化に配慮した番

組制作を続ける国営メディア機関であり、現在、公共放送化の検討が進められている。ラジ

オネパールを中立・公正なメディアのモデルとして育成することにより、他の多くのメディ

ア機関及びネパール国民への波及効果を期待できる。 
 
日本の支援の優位性 
・ 日本には、戦後につくられた放送法や公共放送があり、当分野についての技術的優位性があ

るといえる。 
・ 日本は戦後の国家再建のなかで、正確・中立・公正なメディア育成のための政策実施の経験

を有している。 
・ 日本は他のドナーと比べ、中立的なドナーとして支援を行っているとしてネパール側から評

価されていることから、民主化プロセスにおいて重要な役割を果たすメディア能力強化の支

援を日本が中立的な観点から行うことの意義は高い。 
 
ニーズとの合致 
・ ネパールにおいては、現状に合致しないメディア政策やジャーナリストのプロフェッショナ

リズムの欠如等により、メディアの機能が十分に果たされていない。民主的な国づくりの途

上にあるネパールにおいて、憲法制定や選挙などに関する情報を公正・中立な立場で正確に

市民に伝え、市民の民主化プロセスへの参画を促すことのニーズは高い。特に、制憲議会に

て憲法制定に係る議論が行われており、また憲法制定のあとには総選挙が予定されているこ

のタイミングにおいて、正確・中立・公正の原則にのっとって政治プロセスに係る報道や選

挙公報を行うことができるようラジオネパールの能力強化を支援するとともに、党派的な偏

向報道等を適切にモニタリング・規制できるような情報政策の改善を支援することは、ネパ

ールが紛争に逆戻りすることなく国民の参加を得て民主化プロセスを進めるためのニーズ

に合致したものであり、民主化プロセスの進展に応じてタイミング良く支援を行うことの意義は高

い。 

 



 

（２）有効性（予測）：高い 
プロジェクト目標と成果の因果関係 
・ 本プロジェクト目標である民主化の過程における正確・中立・公正なメディアのモデルが示

されるためには、現行のメディア政策の是正に向けた政策・法令・指針の改定案の策定（成

果１）、及び正確・中立・公正な情報を広く国民に届ける公共放送局としてのラジオネパー

ルの改革（成果２）を総合的に行うことが必要である。情報通信省が所管する現行のメディ

ア関連法令については、多くが王政下に策定されたものであり、その後の政治状況やメディ

アの乱立を踏まえ、現状に即し適切な内容に改定を行うことが必要となっている。さらに、

正確・中立・公正なメディアのモデルを示すためには、ネパールにおけるラジオ局として唯

一全国放送網を有するラジオネパールの公共放送化に向けた改革を行うことの意義は大き

い。よって、この 2 つの成果により、正確・中立・公正なメディアのモデルを示すことを達

成することが十分に見込まれるといえる。 
 

外部条件と阻害要因 
・ 極端な政治介入及びメディア政策の変更がない限り、プロジェクト活動が実施されれば成果

が達成されることが見込まれる。 
・ カウンターパート人事において政治の影響を受ける可能性はあるものの、公共放送化の方針

は政府「ハイレベル評議会」から出されていること、及びラジオネパールについては幹部人

事の介入は限定的であることから、プロジェクト活動が実施される限りプロジェクト目標達

成は可能である。 
 

（３）効率性（予測）：中程度 
・ 本プロジェクトの実施機関であるラジオネパールには 1980 年代から無償資金協力による機

材供与及び人材育成を実施しており、機材及び人材を本プロジェクトにおいて活用できるた

め、アウトプットを効率的に産出することが可能である。 
・ 外部条件、前提条件はネパールの政治情勢に関するもので不確定要素が多い。憲法の制定プ

ロセスや治安状況などが効率的なプロジェクトの実施に影響を及ぼす可能性がある。 
 
（４）インパクト（予測）：正のインパクトが見込まれる。 

・ 民主化プロセスが維持され、改定されたメディア政策・法令・指針が立法化のうえ実施され、

正確・中立・公正なメディアのモデルが確立することにより、プロジェクト活動と成果につ

いて普及・広報活動を十分に行えば、上位目標の達成が見込める。 
・ 改定されたメディア政策・法令・指針がネパールジャーナリスト連盟に加盟していないメディ

ア各社の規範・活動に取り込まれることが期待できる。 
・ 正のインパクトとして、ラジオネパールの公共サービス番組（遠隔教育、農業、衛生など）

が充実し、カバレッジが広がることにより地方の貧困軽減、社会サービスの向上に貢献する

可能性がある。 
・ 政治介入や民主化プロセスの後退が上位目標達成の阻害要因となることが考えられる。 
・ マイナスのインパクトは想定されない。 
 



 

（５）自立発展性（見込み）：高い 
政策・制度面 
・ 民主化プロセスが進捗するなかで、政府及び情報通信省の、正確・中立・公正なメディア育

成への政策・取り組みは継続すると見込まれる。 
・ 改定されたメディア政策・法令・指針について、ラジオネパールによる普及に加え、マスメ

ディア等を通じたさまざまな広報活動で普及することができる。 
 
組織・財政面 
・ 情報通信省のマンデートとして実施される活動が本プロジェクトの活動であり、プロジェク

トへのオーナーシップは高く、予算の確保も可能と判断される。 
・ ラジオネパールは、広く国民に公共放送として情報を伝達するマンデートをもち、将来的に

も公共放送局として組織が維持される見込みである。一方で、公共放送化に伴い、ラジオネ

パールの財源のあり方が議論されており、不確定要素は確認されている。ラジオネパールは

プロジェクト活動を通じて財務の体質を改善し、経常経費を含む予算を確保していくことが

期待される。 
 
技術面 
・ ラジオネパールは、1980 年代以降、無償資金協力により供与された機材を適切に維持管理

しており、維持管理能力を有している。人員の異動も限定的であるため技術力も組織内に保

持されることが見込まれる。 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

本プロジェクトは、貧困、ジェンダー、環境等に対し悪影響を及ぼす活動または施設の建設を行

わない。また、本プロジェクトにより不利益を被る、または便益を公正に受けられない個人・グル

ープ・地域等は想定されない。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

・ ブータン国・国営放送支援プロジェクト（技術協力プロジェクト）において、国営放送として

財務体制の強化・人材育成を通じた能力強化の重要性が確認されており、ラジオネパールの中

長期的な運営計画の策定と財務管理体制の強化に取り組むことが重要と考えられる。 
・ 「ネパール国短波及び中波放送局整備計画」（2006 年度実施、無償資金協力）では、全国放送

網の再構築及び中波放送局舎・施設の改修、機材の更新を進めたが、中長期的な機材の維持管

理のためには、財務状況の改善が必須であることが確認されている。これを踏まえ、本件では

ラジオネパールの現行の財務状況の課題を分析し、財務状況の改善及び効率化のための提言を

まとめる。 
・ ネパール国現地国内研修「平和定着のためのメディア能力強化」（2009 年度実施）におい

て、今後、法律や制度について他国の実践例を参考にすることと、メディア関係者が集ま

って議論を積み重ねるフォーラムが継続されていくことが重要であると提言されている。

これを踏まえ、本件では諸外国のメディアに関する法制度を検証し、ネパールの新しいメ

ディア政策・法令・指針（案）を策定し、それらをセミナーやフォーラムを通してメディ

ア関係者に周知する。 



 

 

８．今後の評価計画 

2012 年 5 月  運営指導調査･中間レビュー 
2013 年 3 月  終了時評価 
2016 年 9 月  事後評価（予定） 

 



 

 
 



－1－ 

第１章 詳細計画策定調査の概要  
 
１－１ 要請の背景 

ネパール連邦民主共和国（以下、「ネパール」と記す）では反政府勢力（マオイスト）と政府の間で

2006 年 11 月に包括的和平合意が締結され、紆余曲折を経ながらも、2008 年 4 月に実施された制憲議

会選挙で選ばれた議員で構成される制憲議会にて、現在新憲法制定に向けた作業が行われており、制

定後に総選挙、地方選挙と新たな国づくり・民主化プロセスが続く予定である1。 
ネパールでは歴史的にメディアが政治に利用されるケースが多く、自由・公正なメディアは未発達

である。包括的和平合意同意後も、2007 年 1 月以降のタライ動乱をはじめとして、地域ベース、民族

ベースの動乱・争議が発生しており、紛争を助長しない報道のあり方が問われている。また、和平プ

ロセスの情報及び制憲議会の各委員会での政党間の争点・議論進捗状況、政治課題等は、正確に地方

にまで伝わっていないケースも少なくなく、メディア関係者も、憲法制定等ネパールが直面している

課題についての知識が十分ではない。メディアの役割として、正確・公正な報道を通じ情報を普及し、

世論を反映させることにより国民の民主化プロセスへの参加促進を担うことが期待されるなか、ラジ

オ・新聞・テレビにおける記者及び編集者・制作者の正確・公正な報道を実施するための人材育成が

課題となっている。 
さらに、新憲法制定、総選挙等重要な政治イベントが続く局面で、ネパールにおけるラジオ局と

して唯一全国放送網を有するラジオネパールの役割が更に大きくなっている。ラジオネパールはネ

パール全土をカバーしており、識字率の低いネパールにおいては重要な情報源となることから、当

該分野に係る人材育成が急務となっている。そうしたなか、2009 年 8 月、情報通信省より、①メディ

ア政策の改定、②正確・中立・公正なメディアモデルとしてのラジオネパールの機能強化をめざす技術協力

プロジェクトが要請された。同要請の基本的背景を調査するために、2009 年 9 月に協力準備調査「民

主化プロセス支援プログラム」の一環として、同国におけるメディア全般の状況に関する情報収集

を行った。本調査結果を受け、プロジェクトの基本的な枠組み、日本側・ネパール側双方の投入内

容等を先方政府と協議することを目的とし、詳細計画策定調査団を派遣することとなった。  
 

１－２ 詳細計画策定調査の目的 

（１）ネパールのメディア政策及び現状、ラジオネパールに係る政策・方針計画の調査・分析を行

い、先方の要請背景及び内容、協力のコンセプトや妥当性を確認する。 
（２）ネパール国の情報通信省、ラジオネパールにおける問題、ステークホルダーと能力を分析し、

支援の枠組み及び期待される効果を確認する。 
（３）本案件におけるリスク分析を行い、プロジェクト全体計画に反映させる。 
（４）他ドナーとの情報交換を行い、この分野における支援の協調を図る。 
（５）ネパール側政府関係者とプロジェクトの目的・成果・範囲・対象・過程について協議を行い、

合意・決定事項についてミニッツ（M/M）、プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM、

案）、及び活動計画（PO、案）に取りまとめ署名する。 
（６）事業事前評価表（案）を作成する。 

 

                                                      
1 新憲法は当初予定されていた 2010 年 5 月末までには成立せず、制憲議会の任期を 1 年延長することとなった。 
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１－３ 調査団の構成 

担 当 氏 名 所  属 
総 括 鳥居 香代 JICA 公共政策部 法・司法課長 
メディア能力強化 橋本 敬一 JICA 国際協力専門員 
平和構築 中田 麻美子 JICA ネパール事務所 企画調査員 
協力企画 日浅 美和 JICA ネパール事務所 所員 
評価分析 上野 智之 八千代エンジニヤリング株式会社 

 

１－４ 調査日程・概要  

本プロジェクト詳細計画策定調査団は、2010 年 5 月 12 日から 5 月 21 日までの間（評価分析団員は

5 月 4 日から 5 月 21 日まで）、ネパール国を訪問し、要請元である情報通信省・ラジオネパールとの

協議をはじめ、地方ジャーナリスト、National Press Institute、他ドナーなどとの意見交換を行い、プロ

ジェクト計画案、実施体制案ネパール側負担事項等につき合意し、その結果をミニッツに取りまとめ

た。 
 

日順 日付 曜日 活  動 宿 泊

1 May 3 Mon (Mr. Kozuke: NRT-BKK) BKK 

2 4 Tue BKK-KTM  
Internal meeting at JICA Nepal  KTM 

3 5 Wed Meeting with MoIC (Confirmed) 
Meeting with Radio Nepal (Confirmed) 
Meeting with UNICEF (Confirmed with Mr. John Brittain, Ms. Rupa Joshi) 

KTM 

4 6 Thu Interview with Radio Nepal 
Meeting with NPI (Confirmed) KTM 

5 7 Fri Interview with Radio Nepal KTM 

6 8 Sat PDM Discussion KTM 

7 9 Sun PDM Discussion KTM 

8 10 Mon PDM Discussion KTM 

9 11 Tue Meeting with Mr. Shiva Raj Baral, Chief Engineer, Engineering Division, 
RN 
Meeting with Mr. Radha Krishna Kafle, Director, Finance Department, RN 
Meeting with Mr. Dhanendra Bimal Chettri, Chief, Program Division, RN 
Meeting with Mr. Anup Dhakal, AC Nielsen 

KTM 

10 12 Wed Meeting with Mr. Kiran Shrestha, Press Council Nepal 
Meeting with Mr. Narayan Prasad Regmi, Joint Secretary, MoIC 
Meeting with Mr. Redha Krishna, Chief, Financial Administration Division, 
RN  
Internal Discussion for PDM/MM formulating 
(Dr. Hashimoto, Ms. Torii) NRT-BKK 

KTM 
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11 13 Thu (Dr. Hashimoto, Ms. Torii) BKK-KTM 
Donor Meeting (UNDP,USAID,BBC) 
Meeting with JICA 
Meeting with Mr. Narayan Prasad Sharma, Chairperson, Press Council 
Nepal 
Meeting with Ms. Miki Upreti 

KTM 

12 14 Fri Move to Biratnagar (First flight) 
Meeting with LDO, Planning Officer of Morang  
Meeting with CDO of Morang  
Meeting with NPI/Radio Nepal/BBC 

Biratnagar

13 15 Sat Biratnagar-KTM  
Internal Meeting  
Meeting with Ms. Kiyoko Ogura 

KTM 

14 16 Sun Meeting with Mr.Narayan Prasad Regmi, Joint Secretary, MoIC 
SWOT & PCM workshop @ Radio Nepal 
Meeting with Deputy Executive Director of Radio Nepal 
Internal Discussion 

KTM 

15 17 Mon PDM discussion with MoIC 
Meeting with Mr. Udaya Krishna Shrestha, Radio Enginneer, Engineering 
Division, RN 
Meeting with BBC 

KTM 

16 18 Tue Internal Discussion 
M/M discussion KTM 

17 19 Wed Internal Discussion KTM 

18 20 
 

Thu Report to Embassy of Japan 
Report to JICA 
(Mr. Kozuke) KTM-BKK 

KTM 

19 21 Fri Signing M/M 
(Mr. Kozuke) BKK-NRT 
(Dr. Hashimoto, Ms. Torii) KTM-BKK 

  

20 22 Sat (Dr. Hashimoto, Ms. Torii) BKK-NRT   

NRT：成田 
BKK：バンコク 
KTM：トリブバン 
MoIC：情報通信省 
UNICEF：国連児童基金 
NPI：National Press Institute 
RN：ラジオネパール 
UNDP：国連開発計画 
USAID：米国国際開発庁 
BBC：英国放送協会 
LDO：Local Development Officer 
CDO：Chief District Officer 
SWOT：強み（Strengths）、弱み（Weaknesses）、機会（Opporttunities）、脅威（Threats） 
PCM：プロジェクト・サイクル・マネジメント 
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１－５ 主要面談者 

（１）情報通信省（Ministry of Information and Communications：MoIC） 
1．Mr. Sushil Ghimire (Secretary) 
2．Mr. Narayan Prasad Regmi (Joint Secretary) 
3．Mr. Laxmi Bilas Koirala (Under Secretary, Press and Information Coordination Section) 
4．Mr. Dhruba Lal Rajbanshi (Under Secretary, Planning) 
5．Mr. Rajendra Nepal (Under Secretary, Act, Regulation and Advisory Section) 
6．Mr. Anup Nepal (Under Secretary, Frequency Management Section) 
7．Mr. Dilli Ram Bastola (Section Officer) 
8．Mr. Chuda Raj Neupane (Section Officer) 

 
（２）ラジオネパール（Radio Nepal：RN） 

1．Mr. Tapa Nath Shukla (Executive Director) 
2．Mr. Sushil Koirala (Deputy Executive Director) 
3．Mr. Dhanendra Bimal Chettri (Chief, Program Division) 
4．Mr. Radha Krishna Kafle (Director, Finance Department) 
5．Mr. Redha Krishna (Chief, Financial Administration Division) 
6．Mr. Bhim Bahadur Thapa (Chief Account Officer) 
7．Mr. Khagendra Khatri (Deputy Director, News Division) 
8．Mr. Shree Bhadra Wagle (Deputy Director, Engineering Division) 
9．Mr. Shiva Raj Baral (Chief Engineer, Engineering Division) 
10.．Mr. Udaya Krishna Shrestha (Radio Engineer) 

 
（３）プレス・カウンシル・ネパール（Press Council Nepal） 

1．Mr. Narayan Prasad Sharma (Chairperson) 
2．Mr. Ram Sharan Bohora (Information Technology Office) 
3．Mr. Mom Bdr Thapa (Legal Officer) 
4．Mr. Kiran Shrestha (Senior Administrative Officer) 
5．Mr. Janadish Poudel (Senior Administrative Officer) 

 
（４）モラン郡関係者及びジャーナリスト（Stakeholders, Journalists in Biratnagar） 

1．Mr. Shashi Shekhar Shrestha (Chief District Officer of Morang District Administration Office) 
2．Mr. Pashupati Prasad Pokharel (Local Development Officer of Morang District Development Committee 

-DDC) 
3．Mr. Ganesh Timisina (Planning Officer, DDC) 
4．Mr. Bhakta Rai (Radio Nepal Stringer) 
5．Mr. Kumud Adhikari (Radio Nepal Stringer) 
6．Mr. Bikram Niraula (FNJ Morang District Acting President and BBC Correspondent) 
7．Mr. Birendra Sharma (Coordinator, Regional Media Resource Center, Nepal Press Institute) 
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（５）ネパールプレスインスティチュート（Nepal Press Institute） 
1．Prof. Parsuram Kharel (Chairman) 
2．Mr. Chirajvi Khanal (Director) 
 

（６）ドナー関係者 (Donor) 
1．Mr. Ben Williams, BBC World Service Trust 
2．Mr. Anup Dhakal, Senior Ckient Solution Exective, AC Nielsen Nepal Pvt. Ltd 
3．Mr. Deepal Bikram Thapa, Senior Manager, Client Solutions, AC Nielsen Nepal Pvt. Ltd 

 
（７）在ネパールジャーナリスト 

1．小倉清子氏 
 

（８）在ネパール日本大使館 
1．半井 麻美 三等書記官 
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第２章 ネパールの概要  
 
２－１ 人口・面積・経済概要 

ネパールは南アジアの内陸国で、世界最高地点エベレスト（サガルマータ）を含むヒマラヤ山脈及

び中央部丘陵地帯と、南部のタライ平原から成り、国土面積は 14.7 万 km2（北海道の約 1.8 倍）。東、

西、南の三方をインドに、北方を中国チベット自治区に接している。 
ネパールは多民族国家であり、パルバテ・ヒンドゥーと呼ばれるインド・ヨーロッパ語系の民族が

ほぼ半数、そのほかチベット・ビルマ語系など 30 以上の民族により国が構成されている。人口は 2,643
万人（2006/2007 年度、政府中央統計局推計）、人口増加率は 2.4％（1995～2000 年平均、国連人口局）

である。最大の都市は首都のカトマンズ（人口 79 万 612 人、2005 年推計）、第二の都市はポカラ（人

口 18 万 6,410 人、2005 年推計）である。全人口の 8 割以上は地方に住んでいる。 
経済は、名目 GDP126.24 億ドル、1 人当たり GDP 約 470 ドル（2007/2008 年度、政府中央統計局）

であり、後発開発途上国（LLDC）に分類される。 
主要産業は、農業、カーペット、既製服、観光。GDP の約 33％及び就労人口の約 65％を農業に依

存し、また、各国政府・国際機関より多額の開発援助を受けている。GDP 実質成長率は 3.2％〔2007
年、アジア開発銀行（ADB）〕、物価上昇率は 7.7％（2007/2008 年度、中央銀行）である。主要貿易輸

出品目は既製服、カーペット、銀器、宝石類、パシュミナで、輸入品目は、石油製品、糸、化学肥料、

輸送用機械等。総貿易額は、輸出が約 9.4 億ドル、輸入が約 34.1 億ドル（2007/2008 年度、商工供給省）

となっている。 
 

２－２ 平和構築・民主化動向 

ネパールでは 10 年に及ぶ内紛が停止した 2006 年以降、包括的和平合意に基づく和平プロセスが進

行している。マオイストと連立 7 政党との間で締結された和平合意では、停戦、政治・経済・社会の

移行、兵士・武器の管理、人権の分野2に関するさまざまな事項が合意されており、和平合意から 3 年

以上経過した現在に至るまで、政治的には不安定なものの停戦は継続している。2008 年 4 月には制憲

議会選挙が実施され、その直後には制憲議会が「連邦民主共和国」の宣言を行い、憲法制定に関する

作業が開始され、遅れながらも一応の進捗を見せていた。元兵士の復帰問題については、不認証兵士

の解放が国連の下で無事行われるなど一部進捗があった。ただし政党間では、連邦制、大統領制、議

会制など国の形成に関する重要な課題に政治的な合意ができず、和平プロセスに関する課題の政治的

協議を目的としてハイレベル政治メカニズムが 2010 年初めに結成されたが、政党間の信頼醸成には至

っていなかった。憲法制定予定であった 2010 年 5 月 28 日には憲法作成が間に合わず、制憲議会の更

に 1 年の延長が決定され、現在は延長に関する政党間の政治協議で合意された首相辞任と新政府の設

立について、引き続き協議が行われている。 
また、軍統合問題についても政治的な解決の見通しがつかないまま現在に至っているほか、包括的

和平合意のなかの、国軍の民主化の問題、紛争被害者への対処、土地問題、及び地方開発の問題が未

解決であり、ネパールは和平プロセスの課題に引き続き取り組んでいる。国連の政治ミッションが

2007 年 1 月より和平プロセス監視、兵士・武器の認定、登録、管理、制憲議会選挙の実施を行う役割

                                                      
2 恒久的な停戦の合意、制憲議会選挙の実施、暫定憲法、暫定議会、暫定政権の樹立、国王からの政治的権利の剥奪、国王資産の国有
化、マオイスト兵士と武器を、国連の監視の下、兵営地に収容、国軍兵士は宿舎に駐屯し、マオイストと同数の武器を同様な形で
管理、各種委員会の設立、土地問題の解決、など。 
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として関与しているが、主に元兵士の軍統合問題と DDR（兵士の武装解除、動員解除、社会復帰）の

進捗がなく和平プロセスに終止符が打てないことから、任期の延長がこれまで 6 回にわたって行われ

ている。 
政治面では 2008 年の制憲議会選挙で第一党に躍進したネパール共産党（マオイスト）主導の連立政

権が 2009 年 5 月に崩壊したあと、共産党統一マルクスレーニン派（UML）首相率いる 24 政党の連立

政権が継続している。これは、当初から選挙で選出されていない首相及び数人の大臣から成る内閣で

民意を反映していないとの見方が大きく、現在の政治協議ではコンセンサスによる「挙国一致内閣」

の設立が大きな課題となっている。マオイストは憲法制定予定日直前である 2010 年の 5 月初めには、

現首相辞退を求めて 1 週間と長期のゼネストを実施し、一般市民の生活に大きな影響を及ぼしていた。

またこの政治協議にはマデシ政党が含まれておらず、それらをはじめとして他の政党からの不満も聞

かれている。 
一方、特に地方では、和平合意締結以降に盛んになった各民族、カーストグループの権利主張によ

る抗議活動が続いており、経済活動及び国民の生活一般に悪影響を及ぼしている。さらに政党に付随

した若者組織の暴力的な活動、対立・衝突も引き続き起こっている状況にある。 
紛争－和平プロセス－平和構築・開発の流れのなかでの大きな課題としては、和平プロセスの完了、

憲法制定、治安セクターの改善、司法分野の改善、連邦制への移行、及び民主的な選挙実施が挙げら

れ、国際機関等のドナーが各分野での支援を実施している。このような状況のなかでネパールの状況

に合わせた段階的な支援を計画・実施することが課題となっている。 
このような紛争後の流動的な政情のなか、民主的なメディアをめざした支援のニーズが高まってい

る。 
 
＜開発事業におけるリスク及び留意点＞ 

マオイスト紛争の根本的要因としては、国の貧困や社会的排除、開発や社会サービス、経済発展

における地域間、民族間及びカースト間の格差などが挙げられる。また多民族、多言語、多文化を

無視してきた中央政府の対応や浅い民主主義の歴史等も背景として挙げられる。そのような要因を

背景にした紛争を経験し、また特に複雑な社会構造が根底にあるネパールにおいて、開発事業の実

施に際しては以下のような配慮が必要とされている。 
・ 社会的包摂：女性、低カースト、少数民族の参加、地方の開発を促進するか？ 
・ ガバナンス強化：汚職予防、地方自治、公正な行政、サービスデリバリーの向上につながる

か？ 
・ 民主化・和平プロセスへの貢献：和平プロセスにプラスの影響を与えるか？ 
・ 中立性・公平性の確保：特定の政党、民族、グループに肩入れしていないか？ 
・ コミュニティ、グループの和解を促進しているか？ 対立を助長するような活動・便益の配

布になっていないか？ 
・ 透明性・説明責任：プロジェクトの裨益者、成果、予算について理解されているか？ 

 
以上のような配慮をし、開発実施において、事業の透明性及びアカウンタビリティーを向上するこ

との重要性が、ドナー間でも合意されており、開発行動規範（Basic Operating Guidelines、2003 年署名）

に基づいて、各ドナーが開発事業を実施している。 
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第３章 情報通信政策及びメディア概況3 
 

３－１ メディアを取り囲む概況  

現在、ネパールのメディアは、活字・放送メディアともに市場の受入能力を超えた乱立状況にあり、

生き残りのための政治勢力への接近、特定政党の意に沿わないメディアに対する脅迫・物理的暴力、

ジャーナリスト自身による保身のための自己規制、こうした要因に起因するプロフェッショナリズム

の欠如－といった悪循環に陥っており、健全なメディアに期待される「政治家の監視機能」は果たさ

れていない。 
活字メディアについては、その乱立状況は政府による補助金制度に起因する部分が大きい。ネパー

ルではパンチャヤット期から、政府に協力的な活字メディアを育成するため、発行部数に応じた補助

金を出している。この補助金目当てで新聞・雑誌を発行する者の多くは、十分な報道機能を果たす能

力を有していないため、読者を確保できず、生き残りのために特定政党、政治グループの資金を求め

る等、公正なメディアの役割から大きく逸脱する。 
放送メディアについても、情報通信省が不十分な審査・極めて安い登録料で放送免許・周波数を割

り当てていることが、全国で 300 近い放送局の乱立状況につながっている。これらのメディアは、脆

弱なネパールの市場においては広告主を獲得できず、ほどなく姿を消すか、援助してくれる政治勢力

のプロパガンダに利用されることも少なくない。 
ラジオネパールは、現在、政府が設置した「ハイレベル評議会」の提案に基づき、「公共放送局化」

をめざしているが、①放送内容②カバレージ③財務状況の面で課題が山積している。財務状況が改善

しない根本的な原因は、過去10年間にわたって政党から押し付けられた不要な人員が300人強に及び、

人件費が予算を圧迫していることである。国家から付与される予算〔全体 2 億 5,000 万ネパール・ル

ピー（Rs.）の 50％〕は、電気代＋施設整備費に限定され、ランニング・コストは商業ベースで確保せ

ざるを得ないという不安定な状況である。上述のとおり、ネパールにはメディアを支える市場が十分

ではないため、ラジオネパールは保健省、教育省、及び農業省の依頼に基づく番組制作に頼らざるを

得ず、政府からの「editorial independence」を確保することさえ困難な状況が続いている。 
さらに、こうした財務状況から、職員の能力開発や番組の質の向上にリソースを割くことは難しい

状況であり、放送内容のレベルが低いことが、聴取者離れを引き起こし、広告主の確保も困難な状況

を招いている。 
ラジオネパール総裁によると、上記のような悪循環が士気の低下を呼び、有能なスタッフも最低限

の仕事しかしなくなっているという。 
加えて、劣悪な財務状況は技術革新をも阻害し、音質の良好な民間 FM 局との聴取者獲得競争にも

敗れる結果となっている。 
 

３－２ 情報通信政策・法令・戦略 

情報通信省が所管するメディア関連法令（Radio Act, National Broadcasting Regulation）については、

多くが王制下に策定されたものであり、その後の政治状況やメディアの乱立を踏まえて現状に即した

改定が必要となっている。現在の政府が暫定政権であり、政党ごとにメディア政策が異なることから、

時代にそぐわなくなっている法律・規則等が多々存在するにもかかわらず改定作業は十分に進んでい

                                                      
3 本章の作成にあたり、JICA ネパール事務所で実施した基礎調査「ネパール・メディアと政治に関する調査報告書」（2009 年 10 月、
小倉清子氏作成）及び「ネパール民主化支援プログラム協力準備調査報告書」（2010 年 7 月）を参照し、記載を進めている。 
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ない現状が確認された。情報通信省においても、メディア関連法令を改定する必要性は強く認識され

ている。 
乱立するメディアについて、現状、内容に関するモニタリングが適切になされておらず、政党によ

るメディアの利用や排他的メディアの危険性が指摘されている。情報通信省のイニシアティブによる

モニタリングを強化するため、関連する法令や規制の見直しを行う必要がある。 
排他的メディアを抑制する仕組みとして、「ジャーナリストの行動規範 2003 年（Code of Conducts of 

Journalists, 2003）」が定められており、「プレス評議会法 1992 年（Press Council Act, 1992）」の下に設け

られたプレス・カウンシル・ネパール（Press Council Nepal）が、メディアのモニタリングを行ってい

る。ただし、選挙時など特別な時期を除き、プレス・カウンシル・ネパールは活字メディアのモニタ

リングのみを実施しており、テレビ・ラジオ等の放送メディアのモニタリングは行われていない。 
「ジャーナリストの行動規範 2003 年」及び「プレス評議会法 1992 年」の概要は以下のとおり。 

 

「ジャーナリストの行動規範 2003 年（Code of Conducts of Journalists, 2003）」 
・ 表現の自由は国民の基本的な権利であり、ジャーナリスト及びメディアは常にその保護と促進

のため、注意深く、警戒をもって務める。 
・ 人道主義、人権及び国際関係を尊重する。 
・ 情報に対する権利を守り、強調する。 
・ 真実かつ事実に基づいた情報を伝える。 
・ 編集の自由という、全世界で受容された原理に従って、メディアによる制作、出版、及び放送

を行う最終的な責任と権威は編集者にある。メディアは編集の独立性を保障すべきである。 
・ プライバシーの権利を尊重する。 
・ 高いレベルのプロフェッショナリズムを実行する。 
・ 礼儀正しい行動をとる。 
・ 出版・放送した内容に誤りを指摘されたら、すぐにこれを訂正する。 
・ 複数民族、多言語、及び多宗教のネパールの主権、保全を損なうような、あるいは、さまざま

なカーストや民族、コミュニティの間に存在する協調的な関係を危うくするようなニュースや

意見を掲載・放送しない。 
・ ニュースに関する機密な情報源を明らかにしない。 
・ 犠牲者の合意なしに、性的犯罪の犠牲者の名前、住所、アイデンティティが分かるような、い

かなるニュース、写真、及び場面も掲載・放送しない。 
・ 暴力、テロリズム、犯罪を助長するようなニュース、意見、写真、オピニオン・サーベイ、音、

及び場面を出さない。 
・ 嫌悪、恐れ、及び挑発を拡大するような裸体、写真を出版・放送しない。 
・ ジャーナリスト、メディアは、職業的規範を超えて情報源と不適当な関係をもたない。 

 

「プレス評議会法 1992 年（Press Council Act, 1992）」 
プレス評議会の確立及び運営のための法律 

・ 評議会は独立した機関である。 
・ 評議会の目的は以下のとおりである。 

報道の健全な発展のための環境を醸成する。報道の自由を悪用されないように、報道に関連
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した行動規範を作成する。報道と政府の間で友好的な関係を保つ。公の道徳と市民の尊厳を

維持する。報道の自由とジャーナリズムの尊厳に干渉をさせない。 
・ ネパール政府が評議会を結成する。評議会には以下の人たちが含まれる；（会長）最高裁の

退役判事、シニアレベルの弁護士、及び新聞・雑誌の分野で特別な貢献をした人のなかから

ネパール政府が任命する。（会員）国会議員のなかから国会議長が任命する 1 名、上院議員

のなかから会長が任命する 1 名、ネパール・ジャーナリスト連合の会長 1 名、ジャーナリス

ト、編集者、及び発行者のなかから 2 名ずつ政府が任命する 6 名、職業ジャーナリストのな

かから政府が任命する 1 名、報道などさまざまな分野で特別に貢献をした人のなかから政府

が任命する 1 名、及び文学ジャーナリズムに関連した機関が推薦したジャーナリストなどか

ら政府が任命した 1 名。（メンバー・セクレタリー）情報局の局長。 
・ 評議会の仕事、義務、権利；報道に関して査察を行い、関連分野からのアドバイスを受けて

ネパール政府に提言をする。健全な報道の発展のために報道関連の行動規範を作成し実行す

る。ジャーナリズムの発展のためにネパール政府に提言をする。新聞・雑誌の配布に関する

記録を残す。新聞・雑誌に掲載されたニュースに関して評議会にクレームを提出した場合、

それに関して必要な措置をとる。新聞・雑誌の活動、及び状況に関する調査・分析を含む年

報をネパール政府に提出する。新聞・雑誌に掲載された反社会的・異議を醸し出す事柄に関

して調査を行う。 
・ 評議会のアドバイスにより、ネパール政府は新聞・雑誌配布検査委員会を結成する。委員会

には以下の人が含まれる；（会長）プレス登録係（Press Registrar）。（会員）情報通信省代表、

プレス評議会代表、会計監査官協会、広告協会あるいは広告エージェンシー、商業・産業機

関から 1 名ずつネパール政府が任命した 3 名（任期は 2 年間）。 
・ 同委員会の仕事、義務、権利；新聞・雑誌の配布状況から発行部数を決め、その記録を残す。

新聞・雑誌の発行部数などに基づいて新聞・雑誌の階級を決める。 
・ ジャーナリストが職業ジャーナリストとしての行動規範を破った場合、いかなる人物もプレ

ス評議会にクレームを提出することができる。 
 

３－３ 情報通信省組織と業務内容、課題 

情報通信省は郵便、放送、電話、報道、情報及びフィルムに関する事業を管轄している。2010 年 5
月時点の大臣は Shankar Pokharel 氏、次官は Shhire Gimire 氏。3 つのデパートメントと 3 つのディビジ

ョンにより情報通信分野の国内政策を担っている。 
メディアに関しては、法令の作成・管理、周波数の管理、放送事業の許認可、映像検閲などの業務

を担当している。放送事業の政策を担当する部局は、Communication Division の Audio-Visual 
Broadcasting Section、ラジオの周波数管理及び登録、モニタリングを担当する部局は Frequency 
Management & Technology Analysis Division である。メディア政策文書としては、Communication 
Policy2049 がある。 
法令改正を行う際には、ラジオネパールなどの関係諸機関からの意見を取り入れて省内（法務課

Legal Section）で協議を行い、その後、省内での承認を経て、内閣に提出する。ライセンス料など内容

が財務に関係する場合には、内閣への提出前に財務省の見解を求める必要がある。司法省で内容が確

認されたのち、内閣により Regulation が決定される。Act の場合は、更に国会の承認を得る必要があ

る。 
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現在、情報通信省では National Broadband Regulation の改定に取り組んでおり、最終ドラフトの完成

後、内閣に提出予定である。 
情報通信省の管轄する外部機関に、Gorkhapatra Corporation（国営新聞社）、Nepal Television（国営ラ

ジオ）、Rastriya Samachar Samiti（RSS、国営通信社）、プレス・カウンシル・ネパールがある。プレス・

カウンシル・ネパールは、信用度の高いジャーナリズムの確立と報道の自由の推進を目的として設立

された独立機関である。 
2010 年 5 月に情報通信省の職員が実施した SWOT 分析ワークショップ「情報省による民主的なネ

パールのためのメディア政策、メディア戦略策定」では、以下のような課題が抽出された。 
・ 現在のメディア政策や周波数に関する法令は古く、また、メディア（特に電子メディア）の適

正なモニタリングは行われていない。 
・ 情報通信省は、社会のニーズに対応していくための十分な職員トレーニングを実施できていない。 
・ 国際メディアの台頭、市場独占、国内の厳しいエネルギー事情、個人や団体によるメディアの

乱用、並びにメディア及びメディアに係る人間の安全保障の課題等に対応していかなければな

らない。 
 
 

図－１ 情報通信省の組織図 
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３－４ 主要メディアの現況 

（１）新聞・雑誌 
1990 年の民主化後に制定された憲法には「報道と表現の自由」が明記され、また、「出版社及

び出版関連法 1991」には、政府に登録された新聞・雑誌は、掲載記事の内容により登録を取り消

されることがない旨が明記されている。さらに、政府が新聞・雑誌の発行に対し補助金を支出し

ているため、ネパールの新聞・雑誌は過剰に増加している状態にある。 
ネパールの財政年度 2064/65（2007 年 7 月中旬～2008 年 7 月中旬）末までに、政府登録された

新聞・雑誌の数は以下のとおりである（月刊誌、季刊誌を除く/Press Council Nepal：Annual Report 
2065 より）。 

 

表－１ 政府に登録された新聞・雑誌の数 

新聞の種類 カトマンズ盆地（首都圏）

での登録数 
地方（カトマンズ盆地 
以外）での登録数 合 計 

日刊紙 159 227 386 
半週刊紙（週に 2 回発行） 7 16 23 

週刊紙 904 967 1,871 
隔週刊紙 

（2 週間に 1 回発行） 190 131 321 

合 計 1,260 1,341 2,601 
 

表－２ 発行の状況 

新聞の種類 定期的に発行 不定期に発行 休 刊 
日刊紙 99 33 254 
半週刊紙 

（週に 2 回発行） 4 1 18 

週刊紙 429 154 1,288 
隔週刊紙 

（2 週間に 1 回発行） 21 17 283 

合 計 553 205 1,843 

 
大きな産業がなく広告市場が小さいネパールでは、一部の有力全国紙を除くほとんどの新聞・

雑誌は、広告収入によって発行費用を賄うことができておらず、この状態は、“ブラック・メー

リング・ジャーナリズム”がはびこる原因にもなっている。 
全国日刊紙は、広告を取る必要性からも、政党の影響は比較的少ないが、週刊紙や地方紙のな

かには、政党の広報の目的をもって発行されているものもある。以下に代表的な例を示す。 
 

表－３ 政治色の強い週刊紙 

マオイスト系 Janadesh, Mahima, Jigu Swaniga Saptahik, Chepyastra, Red Star,  
Jana Ekta 

ネパール会議派系 Deshantar, Tarun, Naya Bikarpa, Satyagraha, Gatana Ra Bichar,  
Janamanch 

統一共産党系 Chhalphul, Budhawar, Dristi, Sanghu, Suryadaya, Sambodhan,  
Road Map 
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他の共産党系 Jana Astha, Shram Saptahik, Hank  
王制支持者系 Jana Bhabana, Nepalipatra, Dibya Darshan, Janasatta Saptahik,  

Punarjagaran, Gorkha Express, Rstra Bani, Jana Dharana, The Telegraph, 
People’s Review 

中立、または商業系 Bimarsa, News Front, Nepal, Nepali Times, Himal Khabarpatrika 
マデシ関連 Madheshbani 

ネパールでは、識字率が 53.7％（2001 年国勢調査）と低く、また、貧困層が大半を占めること

からも、庶民が新聞・雑誌を買って読むという習慣はあまりない。全国日刊紙でさえ、発行部数

10 万部を超えるものは少ない。最も多く発行されている新聞である Kantipur の発行部数は約 20
万部である。 
近年の FM ラジオの急速な普及やケーブルテレビ等の普及により、ネパールの活字メディアの

将来は更に厳しいものになることが予測されている。 
 

（２）ラジオ 
ネパールでは、1951 年 4 月にラジオネパールが開局してからの約 46 年間、ラジオ局は 1 局の

みであった。1997 年 5 月に最初の民間ラジオ局である Radio Sagarmatha が開局し、以降、多くの

ラジオ局が開局した。2009 年 8 月 31 日までに情報通信省から放送ライセンスを獲得した民間の

FM ラジオ局の数は全国で 325。そのうち定期的に放送を行っている FM ラジオ局が 197 ある（情

報通信省のホームページ www.moic.gov.np より）。 
FM 放送は、AM 放送に比べて音質が良く、また、概して新しい局の方が番組の内容が目新し

く（若々しく）、さらに携帯電話機に不随する FM 受信機が普及したという理由もあり、FM 放送

の人気が高まっている。FM 放送の聴取が可能な地域においては、AM 放送の聴取者数が著しく

減少している。 
民間の FM ラジオ局は、新聞・雑誌等の出版メディアと同様に“乱立による過剰供給の状態”

にあるといえる。また、政党関係者や宗教団体が運営にかかわっている FM ラジオ局も多くあり、

郡によっては、複数の政党が競って FM ラジオ局を開局しているところもある。 
こうした特定の組織の興味を背景にもつ FM ラジオ放送が、紛争後のコミュニティの調和に悪

影響を及ぼすおそれがあるとの指摘もある。 
FM ラジオ局にとっても財務運営が深刻な問題となっており、開局したものの広告が思うよう

に取れず、慢性的な財務難に直面しているラジオ局が大半を占めている。そうしたなか、外部で

制作された番組を放送して報酬を受け取り、財政的な助けとしているラジオ局も多い。 
過去に政府が設置した委員会は、FM ラジオを「公共放送」「商業放送」「コミュニティ放送」

に分類すべきだと提案をしているが、そのプロセスは進んでいない。 
 

（３）テレビ 
ネパールには、国営の Nepal Television、民放最大手の Kantipur Television をはじめ、計 7 つのテ

レビ局がある。しかし、出版メディアやラジオ放送と比較するとテレビ局の数は少ない。そのた

め Nepal Television の財務・経営は、他の国営メディアより良い状態であるといえる。報道に関し

ても、2006 年民主化運動の政変のあとは、政府からの干渉を受けるケースがほとんどなくなった
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といわれている。 
民間テレビについては、大半のテレビ局が大幅な赤字状態にあり、ハウジング会社や海外向け

労働者派遣会社などを営む経営者が他のビジネスから得た利益をテレビ局の運営に注ぎ込んで

賄っているケースもある。国営テレビも広告収入により運営しなければならない状況のなか、2
つの国営テレビ局と 5 つの民間テレビ局という数は、飽和状態にあるともいえる。 
現在までにネパール政府情報通信省からライセンスの発行を受け、テレビ放送を行った局は以

下のとおり。 
 

表－４ テレビ局 

 テレビ局 場 所 放送開始日 
1 Nepal Television（国営） Kathmandu 1986 年 1 月 2 日 
2 NTV 2（国営） Kathmandu 2003 年 9 月 27 日  
3 Kantipur Television Kathmandu 2003 年 6 月 13 日 
4 Image Channel Kathmandu 2003 年 6 月 13 日 
5 Channel Nepal Kathmandu 2001 年 6 月 3 日（現在はケーブルテ

レビのみ） 
6 Avenews Television Lalitpur 2007 年 7 月 
7 Sagarmatha Television Kathmandu 2007 年 7 月 
8 Tarai Media Network Parsa 2008 年 11 月 4 日 
9 ABC Television Kathmandu 2008 年 9 月 4 日 

10 Lumbini Community Television Rupandehi 2007 年 9 月 30 日、ケーブルテレビを
通じて放送開始 

出所：情報通信省のホームページ www.moic.gov.np より。放送開始日は｢Nepal Television - Abhyas, 
Anubhuti ra Bishlesan｣ Martin Cautari, 9 ページを参照した。 

 

３－５ ハイレベルコミッション・関連団体の現況 

2006 年 4 月の第二の民主化運動後の暫定政府の決定によりハイレベルコミッション（電波メディア

の問題解決提案委員会）が設けられ、電波メディアが抱えるさまざまな問題について審議した。委員

会にはネパールの主要なメディア関連機関の会長等13名が参加し、約2カ月間の作業期間を経て、2009
年 9 月に暫定政府に報告書を提出した。ハイレベルコミッションは、政府のメディアとして重要な役

割を担っているラジオネパール、Nepal Television、Rastriya Samachar Samiti（国営通信社）、Gorkhapatra 
Corporaton（国営新聞社）について編集の自由、独立性、公正性を確保しつつ再構築することを進言し

た。また、ラジオネパールと Nepal Television については、合併して「ネパール公共放送アカデミー」

とすること等を提案した。 
現在、ハイレベルコミッションは組織・機能としてなくなっているが、同提案に基づきラジオネパ

ールは「公共放送局化」をめざしている。 
 

３－６ ドナーによる支援状況 

メディア支援を実施している（及び過去に行った）ドナーは、ADB、BBC、中国、カナダ国際開発

庁（CIDA）、国連教育科学文化機関（UNESCO）、UNICEF、UNDP、USAID、及び世界銀行（WB）で

ある。本案件が取り扱う公共放送政策、放送番組制作、ガイドライン作成に関し、情報通信省及びラ
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ジオネパールを対象とした案件を実施しているドナーは現在なく支援は重複していない。当分野では

過去には USAID が 2 年前にジャーナリスト行動規範の作成支援、UNESCO もメディア倫理や基準、

メディア登録に関する活動を行っていたとのことだが、現在は行われていない。また BBC World Trust 
Service では他国において公共放送の支援を行っているため経験を共有してもらうことが可能である。 
現在ネパールでは憲法制定支援に関するメディア支援を実施しているドナーが多く（UNESCO、

UNICEF、USAID、BBC、UNDP）、憲法に関する番組制作、有権者教育、「表現の自由」に関する提言

などを含めた民主化に直接的に働きかける活動を行っている。 
現在の主なメディア支援分野は以下のとおりである。 

・UNICEF： 
メディアを通した「社会的弱者」への支援、教育・啓発活動、番組制作支援 

・UNESCO： 
コミュニティ・ラジオの機能強化、ジャーナリスト育成及び表現の自由の促進 

・USAID： 
ジャーナリスト研修、ラジオ番組支援、ジャーナリスト行動規範作成、及び地方のメディア関係

者のカトマンズ訪問支援 
・UNDP： 

憲法に関する市民教育、BBC との放送番組制作、対話プログラムの実施 
 

このように、メディアに対する働きかけはさまざまな形で行われているが、本案件のように情報通

信省及びラジオネパールの組織・機能強化を目的とした支援は行われていない。また案件の性格上、

政策等にかかわることから他ドナーとの直接的な協力がネガティブに作用するリスクも考えられる。

しかしながら、現地レベルで主に情報共有を通じ他ドナーとの協力体制をとっていくことは必要であ

る。 



－16－ 

 

電
話

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回

線

新
聞

・
出

版

ラ
ジ
オ
放

送

テ
レ
ビ
放

送

メ
デ
ィ
ア
政

策

光
フ
ァ
イ
バ

ー

放
送

番
組

制
作

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

教
育

・
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
支

援
番

組

放
送

施
設

・
機

材

衛
星

通
信

教
育

・
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
支

援
番

組

放
送

施
設

・
機

材

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
育

成
（
新

聞
、
出

版
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
）

U
N

E
S

C
O

U
N

IC
E

F
U

S
A

ID
C

ID
A

公
共

放
送

政
策

憲
法

制
定

支
援

「
表

現
の

自
由

」

メ
デ
ィ
ア
と
選

挙

U
N

IC
E

F

U
N

E
S

C
O

U
S

A
ID

U
N

D
P

/B
B

C

U
N

IC
E

F

U
N

E
S

C
O

U
N

D
P

U
S

A
ID

日
本

（
過

去
）

中
国

（
Ｎ
Ｔ
Ｖ
・
過

去
）

Ａ
Ｄ
Ｂ
（
過

去
）

Ｗ
Ｂ
（
過

去
）

U
S

A
ID

（
過

去
）

U
N

D
P

U
N

E
S

C
O

B
B

C
W

o
rl
d

T
ru

s
t

U
S

A
ID

C
ID

A

M
S

N
e
p
a
l

図
－

２
ネ

パ
ー

ル
国

メ
デ

ィ
ア

開
発

セ
ク

タ
ー

の
ド

ナ
ー

支
援



－17－ 

第４章 ラジオネパールの課題・現状4 
 
４－１ 組織・業務内容  

ラジオネパールは、電波法、放送法及び通信政策（Broadcasting Act 2049, Communication Policy 2048, 
Broadcasting Regulation 2052, Development Committee Act 2011, Formation order of Radio Broadcasting 
Development Committee 2041）などの放送関連法案によって規定された情報通信省下の Radio 
Broadcasting Committee の 1 つとして運営されている。1951 年 4 月 2 日に創設され、1997 年に最初の

民間ラジオ局が開局するまでの 46 年間、ネパールで唯一のラジオ局として国民に親しまれてきた。現

在も、短波、AM、FM、及びインターネット配信によりネパールのほぼ全土をカバーして放送を行っ

ている。短波放送は（送信機材が不調でなければ）世界中に届き、英国や韓国、中東地域などに住む

ネパール人にも聴取される。AM 放送は、険しい山岳地帯の多いネパールの国土の約 5 割、全人口の

約 8 割をカバーしている。FM 放送は、カトマンズをはじめ一部の地域で放送されている。 
ラジオネパールの放送時間は朝 5 時から夜 11 時の 18 時間（カトマンズ盆地では 24 時間放送）であ

る。そのうち 4 時間はローカル番組の時間で、地域言語で制作・放送している。地方制作番組の放送

は、カトマンズに加え、ポカラ、スーケット、デパール、及びダランの 5 カ所で行われている。 
リージョナルステーションは、カトマンズ、バルディバス、ポカラ、スーケット、デパール、ダラ

ンの 6 カ所にある。FM のリレーステーションは 14 カ所にある 
放送番組の内訳は、ニュース番組約 27％、社会開発関係番組（教育番組を含む）約 36％、その他（娯

楽番組、情報番組等）37％である。番組内容は、ニュース、宗教、文学、科学・技術、農業、教育、

女性問題、保健衛生、青少年向け、音楽（ネパールの伝統音楽を含む）、ドラマやコメディなどがある。

番組制作は、ニュースやそのほかの番組制作で担当部局が分かれるが、共通して、放送関連法（National 
Broadcasting Act & Regulation）などにのっとった形で組織内の規則が存在し管理されている。 
報道は、局のレポーターの取材による場合もあるが、Rastriya Samachar Samiti（国営通信社）から配

信されたニュースを使用することもある。 
番組内容は、マスターコントロール（主調整室）に送られる前に Senior Programme Officer たちが内

容確認を行う。“Listening Committee”と呼ばれるが、局内検閲的な役割をもつ。確認する内容は、放

送規定の順守と番組の質である。規定のなかには、不偏不党、プロパガンダでないこと、人権配慮、

ジェンダー配慮などが含まれる。 
番組制作に関しては、外部団体による視聴者調査や聴取者からのコメントやリクエストを受けて、

内容を見直すこともある。聴取者からのフィードバックは、郵便・メールなどから集めている。 
 

４－２ 各局の役割 

ラジオネパールは、カトマンズの本部と 6 中継局、地方放送局及び 14 の FM 局によって構成されて

いる。本部には、情報通信省から指名された理事会（Board of Directors）の下、総務、技術及び編集の

分野に分かれた 8 部局が置かれている（図－３参照）。 

                                                      
4 本章の作成にあたり、JICA ネパール事務所で実施した基礎調査「ネパール・メディアと政治に関する調査報告書」（2009 年 10 月、
小倉清子氏作成）及び「ネパール民主化支援プログラム協力準備調査報告書」（2010 年 7 月作成）を参照し、記載を進めている。 
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図－３ ラジオネパールの組織図 

 

各部局の主な役割は以下のとおりである。 
・経営管理部（Administration Department）： 

人事、総務、経営計画、セールス・マーケティング・広報活動 
・財務部（Finance Department）： 

財務、会計 
・番組制作部（Programme Department）： 

報道番組以外の番組の企画、制作（約 70 名） 
・報道部（News Department）： 

報道番組の企画、制作（中央に約 40 名、地方に約 70 名） 
・広告部（Commercial Department）： 

ラジオ CM の制作 
・放送技術部（Broadcasting-Engineering Department）： 

番組送出用機材の運用管理 
・制作技術部（Production-Engineering Department）： 

番組制作用機材の運用管理 
・計画・開発技術部（Planning, Development& Extension-Engineering Department）： 

送信システムの運用管理、設計、計画等 
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４－３ 機材状況  

1980 年代及び 2006 年に日本政府による無償資金協力が実施され、1981 年及び 1988 年～1989 年に

中波送信所を設置、2006 年には短・中波送信局の整備が行われた。スタジオ施設と放送機材（スタジ

オ、ミキサー、レコーダー、アンプ、スピーカー、マイク、電源供給装置、発電機など）の多くはそ

のときに供与されたものである。 
ラジオネパールの技術部が施設・機材の維持管理と修理を担当しており、保守管理状況は良好であ

る。しかし、維持管理・保守担当スタッフのトレーニング費用は局の年度予算に計上されておらず、

また、維持管理・保守の担当部は予算計画をもっていない。必要に応じて、随時費用を工面している。 
発電設備は、電力不足の状況で放送を維持させるために重要な役割を果たしている。建物の電源シ

ステムには落雷対策を施しているが、雨期には、雷でオーディオアンプの中の基盤が壊れることがと

きどきある。 
放送網拡充に関し、上述のとおり、わが国はラジオネパールに対し、中・短波をベースにした放送

網の拡充を支援してきた。これらの支援はネパールにおけるラジオ創成期のネットワーク拡大、さら

に紛争後のラジオインフラ復旧に大きな役割を果たしてきた。 
他方、同国では 2000 年以降、最高裁判所の決定により、民間 FM 局が自由にニュースを放送できる

ようになり、FM 局が激増し、そのなかで 2004 年に開局した「ニュースと時事問題中心のラジオ局」

である「Nepal FM」「Kantipur FM」が住民の貴重なニュースソースとして定着してきている。これら

FM 局は携帯電話からも無料で聴取できるうえ、音質も中波に比べて優れていることから、都市部の

富裕層を中心に、中波ラジオを入手するリスナーが減少し、ラジオネパールにとっては危機的状況を

迎えつつある。 
このためラジオネパールは、主に山間部居住者にとっての貴重な情報源であり続けている短・中波

放送網を全国規模で維持する一方、音質の良い FM 放送網の拡大を開始した。既に 14 の FM 塔を設置

し、更に 2 塔〔Harre（Surkhet）、Bhedetar（Dhankuta）〕について、わが国に支援要請をした。 
現在、ラジオネパールが直面する課題は多層的ではあるが、最も深刻な問題として、リスナーが音

質の良い民間 FM 局に流れたことによって広告主を奪われ、この結果、財政難で良い番組が制作でき

ないまま放置されたことにより、更にリスナーが離れていくという悪循環に陥っていることが指摘さ

れている。 
こうした負の連鎖を断ち切るためには、潜在的リスナーの多い地域を中心に聴取率をアップさせる

ことによって広告主のインセンティブを高め、同時に番組の質を向上させていくことが不可欠である

と考えられる。 
従来、わが国が実施してきた短・中波を基本とした支援は、ラジオネパールのカバレージを広げ、

広く国民の「知る権利」を保障するうえで大きな役割を果たしてきており、こうした役割は政治の激

変期である現在、更に重要なものであり続けているが、本プロジェクトでは同時に、公共放送化をめ

ざす同局の質的向上を意図しており、音質の改善・リスナー獲得を意図した FM 網の拡充は不可欠の

要素であると思われる。 
 

４－４ 組織・運営上の課題 

ラジオネパール側は、現在、王政時代のようなプロパガンダ放送の強要などはなくなったとの説明

をしている。しかし、聴取者の間では、国営メディアは政府を代表しているという見方が多い。ニュ

ースの大半を政治問題が占めることや、政府や政党の行事を放送しなくてはならないことに起因する
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ものと考えられる。 
ニュースの解説はニュースデスクが担当し、報道内容の分析などは、編集局内での会議により進め

られている。ジャーナリストに報道の中立性を保つ意思があっても、局内で自主規制が働き、政府や

政党の意向に反する内容の番組を制作できない場合が多くあるという。 
公共放送への移行について情報通信省と国営メディアの間でコンセンサスはあるが、財源を含めた

政府の管轄のあり方については、引き続き協議が行われている。政府側は放送の公共性にかんがみ、

現在のように情報通信省下に置くか、国会の監視下とするかについて検討している。これに対して、

ラジオネパール側は、政府からの財源は確保しつつも、政府の干渉（報道内容というよりは、人事な

どの経営権について）をなるべく排除したい意向である。設立当時以来の暫定的な設置法に基づく組

織のあり方そのものに問題があるという指摘もある。 
ラジオネパールが政府から独立した公共放送機関となる場合には、BBC や NHK をモデルとするの

が良いとの意見も出されている。 
ラジオネパールには、組織運営に必要とされる人員を大きく上回る数の職員が存在していることを、

情報通信省及び局側もともに認めている。また、適材適所に人材が配置されているとはいえず、配属

は能力を考慮して決定されるべきとの意見が職員のなかから挙げられている。 
 

2010 年 5 月にラジオネパール職員及び関係者が「ラジオネパールの公共放送化」をテーマとして実

施した SWOT 分析ワークショップを通じ、以下のような分析結果が得られた。 
・ 聴取者のラジオネパールに対する信頼性は高いが、近年は、技術の変化及び民間 FM 局の台頭

により、ラジオネパールを聴く聴取者数は減っており、また余剰人員と特定分野の技術人材の

不足が課題となっている。  
・ 政治的影響を受けて任命されるため、ラジオネパール総長が政権とともに頻繁に交代すること

は、放送内容の公正性に関する国民の信頼を失う原因となっている。 
・ ラジオネパールは、公共放送機関としての地位の確立を望んでいるが、その一方で情報通信省

からの予算を必要としている。この状況はラジオネパールの独立性を確立することを困難にす

る要素である。さまざまな障壁があるが、現在の国民のニーズに応えるためにはラジオネパー

ルの公共放送化は必要とされている。 
・ ラジオネパールは広いカバレージエリアをもっており、また、放送内容の信頼性、信憑性に対

する聴取者の評価は高い。しかし、近年は技術の変化と民間 FM 局の台頭によりラジオネパー

ルの聴取者数は減っている。番組の質を改善することにより、聴取者と広告主の増加を見込む

ことができる。ラジオネパールを政府のスポークスマンとみなす人も多くいる。 
・ 電気代、給与などを含む運営予算の大部分を政府からの支出により賄っている。ラジオネパー

ルは、現在の約 600 名の職員を約半分にする計画を立てているが、希望退職制度を適用するた

めには多額の費用が必要なため、まだ着手できていない。この計画を実現するためには、政府

の支援が必要であるが、これまでのところ支援を受けることができていない。  
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第５章 地方メディアの課題・現状 

 

ネパールのメディアには①政策の不備による活字・放送メディアの乱立、②政治勢力との癒着・政

治家からの脅迫、③プロフェッショナリズムの欠如といった問題が存在しているが、こうした負の特

性はカトマンズ等の都市部よりも、市場が更に脆弱であり、地元政治家との関係が緊密になりがちな

地方部において一層顕著となっている。 
今回の調査でも、ビラトナガルのジャーナリストから「身の安全のことを考えれば、見たものをそ

のまま書くことができない」（FNJ）、「財政上の制約から、まともな報道ができない」（ラジオネパー

ル）、「脅迫が多いので、self-censorship が常態化している」等、深刻な状況が確認された。 
地方部においては、活字・民間放送メディアに資金を提供できる広告主が少ないばかりでなく、新

聞・雑誌については購入する読者の絶対数も限られている。また一般に都市部より識字率が低く、政

治・社会問題に対する関心も低いことが指摘されており、メディアが独立性を保ちながら活動を続け

るには厳しい環境にある。 
このような厳しい財政状況は必然的に地元有力政治家との癒着に結びつき、ジャーナリストが本来

果たすべき「政治の監視機能」を担うことが困難になっている。モラン郡の Local Development Officer 
（LDC）が「ジャーナリストとの関係は良好。問題は全くない」と話していることが象徴的に示して

いるとおり、行政にとって、ジャーナリストは「watch dog」ではなく、コントロール下に置いた広告

塔と化しているといえるだろう。 
他方、タライ地方等、民族の帰属問題が政治課題に転化されやすい地域においては、メディアが対

立をあおる道具として利用されがちであり、2008 年制憲議会選挙のキャンペーン時も FM ラジオの報

道がマデシの運動家の先鋭化を招いている。 
本来、地方メディアには、中央の政治情勢を公平・公正に伝えて住民の政治参加（選挙や憲法制定

プロセスにおける公聴会への参加等）を促すとともに、地元社会を監視しながら問題提起して解決に

導く「木鐸」としての機能が期待される。今回のプロジェクトでは、各地方におけるメディアを適正

数まで削減して自由競争を促進することを目的とした政策改正のためのコンポーネント、ジャーナリ

ストの意識改革を目的としたコンポーネントを想定しているが、こうした制度・意識双方の改革を意

図したダブル･トラック･アプローチは、地方メディアの健全化のために不可欠であり、特に民族問題

が深刻な地域での活動実施が期待される。 
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第６章 プロジェクトの基本方針 
 
６－１ 協力の目的 

和平・民主化プロセスが進み、憲法制定及び総選挙・地方選挙等重要な政治イベントが続くネパー

ルにおいて、情報通信省によりメディア政策・法令・指針の改定案が策定されるとともに、ラジオネ

パールの公共放送局としての機能が強化されることを通じ、民主化の過程における正確・中立・公正

なメディアのモデルが示されることを目的とする。 
（１）協力期間 

2010 年 11 月～2013 年 10 月（36 カ月間） 
（２）協力総額（日本側） 

約 2.8 億円 
（３）協力相手先機関 

情報通信省（Ministry of Information and Communications：MoIC） 
ラジオネパール（Radio Nepal） 

（４）国内協力機関 
総務省 

（５）裨益対象者及び規模、等 
情報通信省、ラジオネパール（職員数：約 600 名）、報道従事者 

 
６－２ 協力の枠組み 

（１）協力の目標（アウトカム） 
１）協力終了時の達成目標 

プロジェクト目標：  
（メディア政策の改定及びラジオネパールの改革を通じて）民主化の過程における正確・中

立・公正なメディアのモデル5が示される。 
＜指標・目標値＞ 
1．改定されたメディア政策・法令・指針が報道従事者及びメディア関係者に認識される6。 
2．ラジオネパールが各政党の情報を公正・中立に扱い、かつ多文化に配慮をした報道・番組7を

発信できるようになる。 
 

２）協力終了後に達成が期待される目標 
上位目標： 
メディアの正確性・中立性・公正性の原則を尊重する環境が醸成される。 
＜指標・目標値＞ 
1．改定されたメディア政策・法令・指針がネパールジャーナリスト連盟及び主要メディア各

社の規範・活動に取り込まれる。 
                                                      
5 ネパールで十分に実施されていない調査報道、特定の政治勢力への偏りのない選挙・政治報道、及び人権の尊重を含む報道倫理等、
民主国家でメディアが果たす役割のあり方を体現した姿を指す。 

6 報道従事者及びメディア関係者の認識の測定に関しては、普及セミナー等のプロジェクト活動を通じて、報道従事者へのアンケート
を実施し、改善の度合いを測る予定。 

7 特定政党に偏らない各政党の公正・中立な扱いや多文化への配慮、調査に基づいた報道等を指す。 
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2．ラジオネパールの報道・番組の公平性・中立性・正確性に対する国民の信頼性が向上する8。 
 
（２）成果（アウトプット）と活動 

１）アウトプット 1：情報通信省によりメディア政策・法令・指針の改訂案が策定される。 
＜指標・目標値＞ 
以下の内容を含むメディア政策・法令・指針が改定される。 
・ 放送倫理に基づく番組制作 
・ 周波数管理を通じた適正なメディア管理 
・ メディア行動規範 
＜活動＞ 
1-1：情報通信省が、現行のメディア政策・法令・指針を改定するためのタスクフォースを立ち

上げる。 
1-2：タスクフォースが各国の事例を参考分析しつつ既存のメディア政策・法令・指針に係る課

題を取りまとめる。（例：メディア政策、放送法・条例、電波法・条例、出版法・条例、

プレスカウンシル法・条例、ジャーナリスト関連法、メディア行動規範） 
1-3：タスクフォースが現行のメディア政策・法令・指針の見直し案を作成する。 
1-4：タスクフォースが作成したメディア政策・法令・指針の見直し案について、情報通信省が

関係機関（National Press Institute 等）と審議し承認する。 
1-5：情報通信省が改定されたメディア政策・法令・指針について普及活動を実施する。 
 

２）アウトプット 2：ラジオネパールの公共放送局としての機能が強化される。 
＜指標・目標値＞ 
1．ラジオネパールが、政治に係る重要な議論・決定や公共サービスについて番組制作ガイド

ラインに沿った番組を放送する。 
2．ラジオネパールの聴取率がプロジェクト開始時よりも改善する9。 
＜活動＞ 
2-1：ラジオネパールが「公共放送化準備タスクフォース（仮称）」を設置する。 
2-2：「公共放送化準備タスクフォース（仮称）」が現行のワークフローを分析し重要課題を抽

出する。 
2-3：ラジオネパール関係部が聴取者拡大を阻害している放送技術上の課題を分析し、OJT を通じ

て改善する。 
2-4：ラジオネパール関係部が報道及び番組制作に関する課題を分析する。 
2-5：ラジオネパール関係部が報道及び番組制作に関する職員向け OJT を実施し、改善案及

び研修マニュアルをまとめる。 
2-6：ラジオネパール内の番組モニタリング委員会が公共放送としての番組制作ガイドラインを作

成し適正なモニタリングを実施する。 
2-7：ラジオネパール関係部がラジオネパールの現行の財務状況の課題を分析し、効率化のための

                                                      
8 案件開始時に聴取者を対象としたベースライン調査を実施のうえ、案件開始後 6 カ月以内をめどに指標の設定を行い、経年的に計測
する予定。 

9 聴取率の改善の目標値については、プロジェクト開始後 6 カ月以内をめどに設定する予定。 
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提言をまとめる。 
2-8：「公共放送化準備タスクフォース」が 2-2～2-7 を踏まえ公共放送化に向けたアクションプラン

を作成する。 
2-9：ラジオネパールが正確・中立・公正な報道を実践していることを広く周知する。 

 

（３）外部要因（満たされるべき外部条件） 
＜上位目標の外部条件＞ 

・ 民主化プロセスが維持される。 
・ 情報通信省のメディア政策・法令・指針の改定案が立法化され、実施される。 
・ 普及・広報活動が行われる。 
 

＜プロジェクト目標の外部条件＞ 
・ 情報通信省の改革の方向性が維持される。 
・ ラジオネパールの公共放送化の方向性が維持される。 
・ 極端な政治介入が行われない。 
 

＜前提条件＞ 
・ 治安状況が大幅に悪化しない。 
・ ラジオネパールが国家管理される方向に向かわない。 
 

６－３ 日本・ネパール側投入案  

（１）日本側 
・ 専門家派遣（総括、メディア政策、放送技術、番組制作、財務分析・マーケティング、ジャ

ーナリズム、調整員・平和構築） 
・ 供与機材（聴取範囲に係る調査をプロジェクト開始後に実施のうえ、FM 塔を含む必要な機

材の詳細を詰める予定） 
・ 研修員受入れ 
・ 現地ローカルコンサルタント、NGO、専門家 

 

（２）ネパール側 
1．カウンターパート人件費、プロジェクト事務所、その他 

＜カウンターパート人員＞ 
・ プロジェクトマネジャー（情報通信省、ラジオネパール） 
・ タスクフォースメンバー 
カウンターパートについては、情報通信省次官を議長とする合同調整委員会（JCC）によ

り年に 1～2 回程度進捗をモニターするとともに、情報通信省 Joint Secretary 及びラジオネパ

ール総裁（Executive Director）をプロジェクトマネジャーとし、加えて、成果ごとに、情報

通信省とラジオネパールにそれぞれタスクフォースを結成することとした。 
2．プロジェクト事務所の設置（情報通信省、ラジオネパール） 

 



－25－ 

第７章 5 項目評価結果 
 
評価 5 項目についての評価結果は以下のとおり。詳細については付属資料７．評価グリッドを参照。 
 

７－１ 妥当性 

以下の理由により、妥当性が高いと見込まれる。 
（１）政策との整合性 
・ 本プロジェクトの計画内容は、ネパール国の暫定 3 カ年計画（民主化及び平和構築の推進）、

国家開発戦略文書（案）（メディア諸政策のタイムリーな整備、及び事実に基づいた中立的

でバランスのある国民志向の番組制作の強化）、並びに首相の任命によって設置された「ハ

イレベル評議会」が示したラジオネパールの公共放送化検討・推進と整合している。また、

本プロジェクトは日本政府の対ネパール経済協力方針と整合している。 
・ 民主化プロセスと平和構築を支えるためには、国民に正確・中立・公正な情報を伝えるメデ

ィアが不可欠である。そのため、法令により正確・中立・公正なメディアを規定し、ラジオ

ネパールをモデルとして示すことは、直接的にネパール国の民主化プロセスと平和構築に貢

献することが期待される。 
 
（２）実施機関の妥当性 
・ 情報通信省は、メディア政策の推進を担う政府機関であり、放送、出版を管轄しているため、

情報通信省の政策支援を行うことによりネパール国のメディアへの波及効果が見込め、実施

機関としての妥当性が認められる。 
・ ラジオネパールは、全国に放送網をもち、多言語によるニュース報道、多文化に配慮した番

組制作を続ける国営メディア機関であり、現在、公共放送化の検討が進められている。ラジ

オネパールを中立・公正なメディアのモデルとして育成することにより、他の多くのメディ

ア機関及びネパール国民への波及効果を期待できる。 
 

（３）日本の支援の優位性 
・ 日本には、戦後につくられた放送法や公共放送があり、当分野についての技術的優位性があ

るといえる。 
・ 日本は戦後の国家再建のなかで正確・中立・公正なメディア育成のための政策実施の経験を

有している。 
・ 日本は他のドナーと比べ、中立的なドナーとして支援を行っているとしてネパール側から評

価されていることから、民主化プロセスにおいて重要な役割を果たすメディア能力強化の支

援を日本が中立的な観点から行うことの意義は高い。 
 

（４）ニーズとの合致 
・ ネパールにおいては、現状に合致しないメディア政策やジャーナリストのプロフェッショナ

リズムの欠如等により、メディアの機能が十分に果たされていない。民主的な国づくりの途

上にあるネパールにおいて、憲法制定や選挙などに関する情報を公正・中立な立場で正確に

市民に伝え、市民の民主化プロセスへの参画を促すことのニーズは高い。特に、制憲議会に
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て憲法制定に係る議論が行われており、また憲法制定のあとには総選挙が予定されているこ

のタイミングにおいて、正確・中立・公正の原則にのっとって政治プロセスに係る報道や選

挙公報を行うことができるようラジオネパールの能力強化を支援するとともに、党派的な偏

向報道等を適切にモニタリング・規制できるような情報政策の改善を支援することは、ネパ

ールが紛争に逆戻りすることなく国民の参加を得て民主化プロセスを進めるためのニーズ

に合致したものであり、民主化プロセスの進展に応じてタイミング良く支援を行うことの意

義は高い。 
 
７－２ 有効性（予測） 

以下の理由により、有効性は高いと見込まれる。 
 

（１）プロジェクト目標と成果の妥当性 
・ 本プロジェクト目標である民主化の過程における正確・中立・公正なメディアのモデルが示さ

れるためには、現行のメディア政策の是正に向けた政策・法令・指針の改定案の策定（成果 1）、
及び正確・中立・公正な情報を広く国民に届ける公共放送局としてのラジオネパールの改革（成

果 2）を総合的に行うことが必要である。情報通信省が所管する現行のメディア関連法令につ

いては、多くが王政下に策定されたものであり、その後の政治状況やメディアの乱立を踏まえ、

現状に即し適切な内容に改定を行うことが必要となっている。さらに、正確・中立・公正なメ

ディアのモデルを示すためには、ネパールにおけるラジオ局として唯一全国放送網を有するラ

ジオネパールの公共放送化に向けた改革を行うことの意義は大きい。よって、この 2 つの成果

により、正確・中立・公正なメディアのモデルを示すことを達成することが十分に見込まれる

といえる。 
 

（２）成果とプロジェクト目標の関係性 
・ 本プロジェクトの成果として、現状課題と整合していないメディア政策の是正と、正確・中

立・公正な情報を広く国民に届ける公共性の高いメディアとしてのラジオネパールの育成を

図ることを設定している。この 2 つの成果を達成することで、民主国家におけるメディアの

正常化をめざすプロジェクト目標を達成することが想定される。 
 
（３）外部条件と阻害要因 

・ 極端な政治介入及びメディア政策の変更がない限り、プロジェクト活動が実施されれば成果

が達成されることが見込まれる。 
・ カウンターパート人事において政治の影響を受ける可能性はあるものの、公共放送化の方針

は政府「ハイレベル評議会」から出されていること、及びラジオネパールについては幹部人

事の介入は限定的であることから、プロジェクト活動が実施される限りプロジェクト目標達

成は可能であると思われる。 
 

７－３ 効率性（予測） 

以下の理由により、効率性は中程度と見込まれる。 
・ 本プロジェクトの実施機関であるラジオネパールには 1980 年代から無償資金協力による機
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材供与及び人材育成を実施しており、機材及び人材を本プロジェクトにおいて活用できるた

め、アウトプットを効率的に産出することが可能である。 
・ 外部要件、前提条件はネパールの政治情勢に関するもので不確定要素が多い。憲法の制定プ

ロセスや治安状況などが効率的なプロジェクトの実施に影響を及ぼす可能性がある。 
 

７－４ インパクト（予測） 

以下のとおり、正のインパクトが見込まれる。 
・ 民主化プロセスが維持され、改定されたメディア政策・法令・指針が立法化のうえ実施され、

正確・中立・公正なメディアのモデルが確立することにより、プロジェクト活動と成果につ

いて普及・広報活動を十分に行えば、上位目標の達成が見込める。 
・ 改定されたメディア政策・法令・指針がネパールジャーナリスト連盟に加盟していないメデ

ィア各社の規範・活動に取り込まれることが期待できる。 
・ 正のインパクトとして、ラジオネパールの公共サービス番組（遠隔教育、農業、衛生など）

が充実し、カバレッジが広がることにより地方の貧困軽減、社会サービスの向上に貢献する

可能性がある。 
・ 政治介入や民主化プロセスの後退が上位目標達成の阻害要因となることが考えられる。 
・ マイナスのインパクトは想定されない。 
 

７－５ 自立発展性（見込み） 

以下の理由により、自立発展性は高いと見込まれる。 
 

（１）政策・制度面 
・ 民主化プロセスが進捗するなかで、政府及び情報通信省の、正確・中立・公正なメディア育

成への政策・取り組みは継続すると見込まれる。 
・ 改定されたメディア政策・法令・指針について、ラジオネパールによる普及に加え、マスメ

ディア等を通じたさまざまな広報活動で普及することができる。 
 

（２）組織・財政面 
・ 情報通信省のマンデートとして実施される活動が本プロジェクトの活動であり、プロジェク

トへのオーナーシップは高く、予算の確保も可能と判断される。 
・ ラジオネパールは、広く国民に公共放送として情報を伝達するマンデートをもち、将来的に

も公共放送局として組織が維持される見込みである。一方で、公共放送化に伴い、ラジオネ

パールの財源のあり方が議論されており、不確定要素は確認されている。ラジオネパールは

プロジェクト活動を通じて財務の体質を改善し、経常経費を含む予算を確保していくことが

期待される。 
 

（３）技術面 
・ ラジオネパールは、1980 年代以降、無償資金協力により供与された機材を適切に維持管理し

ており、維持管理能力を有している。人員の異動も限定的であるため技術力も組織内に保持

されることが見込まれる。 
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７－６ 貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

本プロジェクトは、貧困、ジェンダー、環境等に対し悪影響を及ぼす活動または施設の建設を行わ

ない。また、本プロジェクトにより不利益を被る、または便益を公正に受けられない個人・グループ・

地域等は想定されない。 
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第８章 協力実施上の留意事項  
 
８－１ ネパール政府政策・制度・計画 

プロジェクトのカウンターパート（C/P）は、情報通信省及びラジオネパールとなる。ラジオネパー

ルの公共放送を進捗する方向性については、協議の結果、情報通信省・ラジオネパール内で現在も検

討状況であることが確認された。メディア関連管轄法令（Radio Act, National Broadcasting Regulation）
等の現状・改定状況については、現状の政府が暫定政権であり、政党ごとにメディア政策が異なるこ

とから、現在、時代にそぐわなくなっている法律・規則（Act/Regulation）等多々存在するが、改定作

業は十分に進んでいない現状が確認された。 
 

８－２ 民主化プロセスにおけるメディアの役割 

現在、民主化プロセスを進めるネパールにおいては、①憲法制定（2011 年 5 月予定）、②総選挙、

③地方選挙等重要な政治イベントが続く予定であり、これらのプロセスにおいて、中立的な立場での

市民への情報提供を行い、市民の民主化プロセスへの参加をすすめることが重要である。メディアの

果たす役割は非常に大きいが、一方で Yellow Journalism 等が非常に増えている点も確認された。 
 

８－３ 先方実施体制の確認 

C/P チームの構成については、JCC（情報通信省次官が委員長、年に 1～2 回程度進捗を報告）を構

成し、また成果ごとにタスクフォースを結成することとする。各委員会の役割及び委員構成について、

ネパール側と合意した。なお、ラジオネパールの機能強化を図る点から、Project Director を情報通信

省次官、Project Manager をラジオネパール総裁とする予定。 C/P が多岐にわたるため、PO にて活動

ごとに主要Ｃ/P を特定した。プロジェクトオフィスは、ラジオネパール及び情報通信省に設置するこ

ととなった。 
 

８－４ 放送カバレッジを踏まえたうえでの機材供与計画の策定 

ラジオネパールの公共放送化を考える際に、放送のカバレッジの拡大の重要性について双方で確認

した。今後、案件開始後のベースライン調査を踏まえ、具体的な機材供与計画を策定することが合意

された。 
 

８－５ 他ドナーとの連携・情報共有 

民主化・平和構築プロセスの支援のなかで、各ドナーもメディア育成等の活動を進めており、情報

共有・連携等を進めていくとともに、教材の共有等を図っていくことを検討しており、具体的なドナ

ー連携内容について取りまとめる。具体的な各ドナーの協力としては、UNESCO は、コミュニティ・

ラジオの機能強化及びジャーナリストの育成・表現の自由促進をめざし、アドホック的な支援を進め

ているほか、ネパールジャーナリスト連盟と協力し「コミュニティ・ラジオ事業アセスメント制度」

を作成している。また、BBC がラジオネパールに番組制作支援等を進めており、情報共有を進めるこ

ととする。 
 

８－６ 民主化プロセスに合わせた JICA 技プロ他案件との連携 

現在、民主化・平和構築プロセス支援として、各種プロジェクトを進捗させている。法整備、選挙
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支援、制憲議会支援等におけるメディアの役割は非常に大きく、各プロジェクト・技術協力プロジェ

クトとの連携が期待されており、具体的な連携等の検討を進める。 
 

８－７ 先方負担内容（コスト負担・C/P 配置）の確認 

本技プロの活動実施に必要な費用（旅費・宿泊費等オペレーションコスト）の負担、必要な人材（C/P）
の配置、専門家事務所の設置場所等について、先方と協議のうえ、合意結果を M/M に記載した。 
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第９章 団長所感 
 

９－１ プロジェクトの位置づけ 

本プロジェクトは、わが国の対ネパール援助の 3 つの柱のうちの 1 つである「民主化・平和構築」

支援のなかの、「民主化プロセス支援プログラム」に位置づけられるものである。本プログラムにおい

ては、憲法制定や総選挙といった政治的プロセスにタイミングを合わせた短期的支援（制憲議会議員

向けセミナー、選挙支援、民法起草など）と、「紛争に逆戻りしないための仕組みの強化」を念頭に置

いた、より中期的な制度・仕組みづくり支援（民法立法化・普及、メディア能力強化、コミュニティ

調停など）に取り組んでいる。 
本プロジェクトでは、憲法制定や総選挙といった重要な政治プロセスを OJT の場としつつ、より中

長期的な視点をもって、メディア関連法・規則の見直しや唯一全国に届く公的メディアとしてのラジ

オネパールの組織強化を通じて、王制下や民主化運動のなかで政治利用されてきたメディアの役割・

機能を健全化し、民主化プロセスにおいてメディアが果たすべき役割を適切に果たすような環境をつ

くることをめざしている。それにより、憲法制定や選挙を含む重要な政治の動きに関する中立・公正

な報道を通じて国民の民主化プロセスへの参加を促すとともに、長期的には、メディアの監視機能を

強化することで健全な民主主義への移行に貢献することをねらうものである。 
 

９－２ 他プロジェクトとの相乗効果 

本プロジェクトの実施にあたっては、ラジオという媒体を有効に活用して、「民主化プロセス支援プ

ログラム」にて実施している他案件との相乗効果を高めることが検討されよう。例えば、JICA の支援

により起草した新しい民法については、ラジオネパールにて放送している公的サービスに係る番組を

活用して、広く一般市民への普及・啓発を図ることが可能と思われる。また、選挙公報についても、

JICA が研修を通じて支援している選挙管理委員会とのネットワークを強化することで、より充実した

選挙公報・選挙報道とすることが考えられるところ、これら他案件との有効な連携方法について、プ

ロジェクト開始後に具体的な取り組みを検討していきたい。 
 

９－３ 外部要因への配慮 

本プロジェクトは、紛争後の民主化プロセスの途上にある国に対するメディア支援というセンシテ

ィブな内容を扱うものであるため、プロジェクト外の要因に対する留意が必要である。 
ラジオネパールは、過去に政党からの圧力により雇用した過剰人員に悩まされており、またラジオ

ネパールの「公共放送化」をめぐっても、ラジオネパールを政府の下（情報通信省の監督下）に置く

とする案と、政府からの独立性を求めて国会の監督下に置くとする案があり、結論が出ていない状況

にある。ヒアリングでは、放送内容に対する政治介入はあまりなかったとのことであったが、今後の

政治状況によっては可能性が少なくないところ、プロジェクトの方向性である「正確・中立・公正」

なメディアとしての性格を揺るがしかねない介入がないよう、Executive Director（プロジェクトマネジ

ャー）と日本人専門家の間の情報を密にし、関係する外部の動きについてフォローする必要がある。

その点では、内部に番組審査委員会（仮称）による放送内容の事前チェック体制をつくることについ

ても検討を進めることが必要と思われる。加えて、ラジオネパール内部においては、政党団体ごとに

6 つの労働組合があり、組織改革の方向性に一定の影響力をもっているため、この動向についても情

報収集が必要である。 
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また、本プロジェクトで取り組むラジオネパールの組織・業務フローの見直しについては、見直し

結果を踏まえた改善提案の実現のために情報通信省やラジオネパール理事会への働きかけをプロジェ

クトが行っていくことも必要となろう。 
一方、情報通信省においては、メディアの登録や規制に係る政策に対する政治的な影響が考えられ

るところ、メディア政策・法令の見直しのなかで、大臣・次官クラスに対する働きかけが必須であろ

う。 
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情報通信省への質問 

 
List of the questions for project evaluation 

(Ministry of Information and Communications) 
 
(1) Do you think that the plan of the project is appropriate and relevant? Is it meeting your needs, 
plans and development strategies? (Target groups, areas, budget, time etc.) 
 
(2) Do you have any concern or worries about the organizations for the project 
implementation?(MOIC, Radio Nepal, NPI, FNJ, Press council) 
 
(3) Is your organization ready to carry out the project activities?  
 
(4) Can your organization assign enough numbers of appropriate project staff (Counter- part staff) 
to implement the project? 
 
(5) Can your organization secure sufficient counter-part budget to support the project activities? 
 
(6) What are the important issues or assumptions which the project team members need to concern 
carefully to success the project activities?  
 
(7) Do you think that the activities and outputs of the project are sustainable after the project 
period ends? 
 
(8) What kind of impacts caused by the project activities and outputs can be predicted, except the 
project overall goal?  
- Please describe any negative or positive impacts. 
- Please consider the effects and impacts to each social group (gender, ethnic groups, poor people, 
etc.) 
 
(9) Are there any obstacles or critical assumptions which could hinder the project activities, 
achievement of outputs, and its sustainability. 
 
(10) Are there any activities which are provided or supported by other donor agencies?  If yes, is 
it possible to corroborate with those donor agencies? 
 

３．質問票 
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ラジオネパールへの質問 
 

List of the questions for project evaluation 
(Radio Nepal) 

 
(1) Do you think that the plan of the project is appropriate and relevant? Is it meeting your needs, 
plans and development strategies? (Target groups, areas, budget, time etc.) 
 
(2) Do you have any concern or worries about the organizations for the project 
implementation?(MOIC, Radio Nepal, NPI, FNJ, Press council) 
 
(3) Is Radio Nepal ready to carry out the project activities? 
 
(4) Can Radio Nepal assign enough numbers of appropriate project staff (Counter- part staff) to 
implement the project? 
 
(5) Can Radio Nepal secure sufficient counter-part budget to support the project activities? 
 
(6) What are the important issues or assumptions which the project team members need to concern 
carefully to success the project activities? 
 
(7) Do you think that the activities and outputs of the project are sustainable after the project 
period ends? 
 
(8) What kind of impacts caused by the project activities and outputs can you predict, except the 
project overall goal? 
- Please describe any negative or positive impacts. 
- Please consider the effects and impacts to each social group (gender, ethnic groups, poor people, 
etc.) 
 
(9) Are there any obstacles or critical assumptions which could hinder the project activities, 
achievement of outputs, and its sustainability. 
 
(10) Are there any activities which are provided or supported by other donor agencies?  If yes, is 
it possible to corroborate with those donor agencies? 
 
(11) What are the primary rolls of Radio Nepal? How Radio Nepal can compete with other radio 
stations in the market competition? 
 
(12) How the current development and evaluations of media technology affect to Radio Nepal? 



－70－ 

プレスカウンシルネパールへの質問 
 

List of the questions for project evaluation 
 (Press Council Nepal) 

 
(1) Do you think that the plan of the project is appropriate and relevant? Is it meeting your needs, plans and 
development strategies? (Target groups, areas, budget, time etc.) 
 
(2) Do you have any concern or worries about the organizations for the project implementation?(MOIC, 
Press Council Nepal, Radio Nepal) 
 
(3) Can Press Council Nepal assign enough numbers of appropriate project staff (Counter- part staff) to 
implement the project? 
 
(4) Can Press Council Nepal secure sufficient counter-part budget to support the project activities? 
 
(5) What are the important issues or assumptions which the project team members need to concern 
carefully to success the project activities?  
Are there any obstacles or critical assumptions which could hinder the project activities, achievement of 
outputs, and its sustainability? 
 
(6) Do you think that the activities and outputs of the project are sustainable after the project period ends? 
 
(7) What kind of impacts caused by the project activities and outputs can you predict, except the project 
overall goal?  
- Please describe any negative or positive impacts. 
- Please consider the effects and impacts to each social group (gender, ethnic groups, poor people, etc.) 
 
(8) What are the primary rolls of Press Council Nepal? How Press Council Nepal can improve its function? 
 
(9) How the current social change affects to Press Council Nepal? 
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ネパールプレスインスティチュートへの質問 
 

List of the questions for project evaluation 
 (Nepal Press Institute) 

 
(1) Do you think that the plan of the project is appropriate and relevant? Is it meeting the society’s 
needs, plans and development strategies? (Target groups, areas, budget, time etc.) 
 
(2) Do you have any concern or worries about the organizations for the project implementation? 
(MOIC, Press council Nepal, Radio Nepal) 
 
(3) What kind of support or service can Nepal Press Institute provide to contribute to the project 
activities? 
 
(4) What are the important issues or assumptions which the project team members need to concern 
carefully to success the project activities?  
 
(5) Are there any obstacles or critical assumptions which could hinder the project activities, 
achievement, and sustainability? 
 
(6) Do you think that the activities and outputs of the project are sustainable after the project 
period ends? 
 
(7) What kind of impacts caused by the project activities and outputs can you predict, except the 
project overall goal?  
- Please consider the effects and impacts to each social group (gender, minorities, poor people, 
etc.) and describe negative or positive impacts. 
 
(8) What are the primary rolls of Nepal Press Institute? How Nepal Press Institute can improve its 
function? 
 
(9) How the current social change affects to Nepal Press Institute? 
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協議の内容（2010 年 5 月 5 日～5 月 18 日） 
 

Ministry of Information and Communications（MoIC） 

日 時 2010 年 5 月 5 日 

場 所 MoIC 

面談相手 Mr. Sushil Ghimire （Secretary）  

面談者 日浅、中田、上野 

 
・本プロジェクト案は、日本の外務省で実施予定案件として採択されており、現在は、開始に向けて

の具体的な手続きを進めている段階にある。今回の詳細計画策定調査を通してカウンターパート機

関との協議を進め、プロジェクトの枠組み、内容等を決定し Minutes of Meeting（案）を作成する予

定である。その後、内容協議・改訂、合意を経て Record of Discussions を作成（署名）する。その際

には計画省の承認も必要である。プロジェクトの開始は本年 10 月ごろを見込んでいる。 
・治安状況が不安定なので、会議や地方出張の日程について柔軟に調整する必要がある。市民間での

政治的な対立が激しくなりカトマンズ市内等でゼネストが行われているという背景を踏まえ、平和

構築及び民主化プロセスの促進を支援する本案件が早急に開始できることを望む。 
・プロジェクトは組織のキャパシティ・ビルディングを主眼とするので、実施にあたっては、情報通

信省が必要な施設・設備、カウンターパート要員、カウンターパート予算を確保する。情報通信省

は、カウンターパート要員の名簿を作成する。 
・情報通信省への他ドナーからの支援には、アジア開発銀行による光ファイバー網導入支援、ワイヤ

レスブロードバンド網導入支援、世界銀行による技術協力支援、通信セクター改革プロジェクト

（Telecommunication Sector Reform Project：TSRP）、中国による TV ネパールへの支援がある。情報

通信省は、日本によるメディア政策への支援に期待を寄せている。 
 
 
Radio Nepal, Executive Director 

日 時 2010 年 5 月 5 日 

場 所 Radio Nepal 

面談相手 Mr. Tapa Nath Shukla （Executive Directer）  

面談者 日浅、中田、上野 

 

・本プロジェクト案は、日本の外務省で実施予定案件として採択されており、現在は、開始に向けて

の具体的な手続きを進めている段階にある（ネパールの情報通信省も合意済み）。今回の詳細計画策

定調査を通してカウンターパート機関との協議を進め、プロジェクトの枠組み、内容等を決定し

Minutes of Meeting（案）を作成する予定である。その後、内容協議・改訂、合意を経て Record of 
Discussions を作成（署名）する。その際には計画省の承認も必要である。プロジェクトの開始は本

年 10 月ごろを見込んでいる。 
・治安状況が不安定なので、会議や地方出張の日程について柔軟に調整する必要がある。市民間での

政治的な対立が激しくなりカトマンズ市内等でゼネストが行われているという背景を踏まえ、平和

４．協議の内容 
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構築及び民主化プロセスの促進を支援する本案件が早急に開始できることを望む。 
・プロジェクトの実施にあたって JCC（Joint Coordinating Committee）を設け、運営の核とする。 
・プロジェクトは組織のキャパシティ・ビルディングを主眼とするので、ラジオネパールは必要な施

設・設備、カウンターパート要員（5 つの部署について部署長を含む各 2 名以上）、カウンターパー

ト予算を確保する。 
・ラジオネパール側は、本プロジェクトで FM ラジオの送信施設を拡充することに大きな期待を寄せて

いる。現在、ネパールでは AM ラジオを聴く人が減少してきており、FM 波での放送を拡充すること

が肝心であると考えられる。諸外国では、FM はローカル放送向けと考えられているが、ネパールで

は、全国をカバーする FM が望まれている。理由は、小さくて安価な FM 受信機が普及していること

と、AM の音声があまり鮮明でないこと等により聴取者が AM 離れを起こしていることである。 
・ラジオ送信施設の設備内容について見直し案を JICA に提出済みである。送信設備は、小型の物を

多く導入するより、中型の物を少数導入する方が人件費を抑えられて好都合である。 
・JICA は、ラジオ送信設備の重要性を認識し、プロジェクトを通じての供与を前向きに検討するが、

本プロジェクトは、機材供与ではなく人材及び組織の育成に主眼を置くものであることを再度確認

する。 
・ラジオネパールの中長期計画は、憲法制定後に作成する予定である。 
・ラジオネパールと選挙管理委員会との間のコミュニケーションは、今のところ計画されていない。

選挙管理委員会は、少数言語への対応等についてラジオネパールと協力する予定である。 
 
 

Radio Nepal 

日 時 2010 年 5 月 6 日 

場 所 Radio Nepal 

面談相手 ①Mr. Khagendra Khatri （Deputy Director, News Division）  
②Mr. Shiva Raj Baral （Chief Engineer, Engineering Division） 
③Mr. Dhanendra Bimal Chettri （Chief, Program Division） 

面談者 上野、Mr. Gopal Gurung（Program Officer） 

（○番号は上記の回答者を示す） 
 
プロジェクトの概要を上野団員から説明したあと、計画内容についてラジオネパール職員の意見を

求めた。回答内容の概要は以下のとおり。 
 
 妥当性 

・新しい国づくりに取り組み、政治的には不安定なネパールの現状に即した非常に妥当性の高い

計画内容である。なるべく早く開始してほしい。既にラジオネパールはニュース番組の内容に

ついてガイドラインを設けているが、未完成である。約 3 カ月前に、組織内に、5 人の委員で

構成する「番組モニタリング委員会」が設置された。これは、従来の委員会より高いレベルに

位置づけられており、より効果的なモニタリングを行うことを意図している。JICA の協力を得

られることは望ましい。① 
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・計画内容は妥当である。ネパール政府は、憲法制定に取り組んでおり、また、公共放送のあり

方について議論が活発になっている。ネパールにおけるメディアの機能強化は緊急の課題であ

るので、なるべく早くプロジェクトを開始してほしい。② ③ 
 

 カウンターパート機関の妥当性 

・情報通信省、ラジオネパール、プレス・カウンシル・ネパールをカウンターパート機関とする

ことは妥当と考える。それぞれの機関は、組織として安定しており、プロジェクトを実施する

能力を備えている。特に問題点はない。① ② ③ 
 

 ラジオネパールのカウンターパートの配置 

・ラジオネパールは、必要なカウンターパートを配置することができる。既に 5 つの部署から各

2 名（計 10 名）のカウンターパートを候補者として挙げている。① ② ③ 
 

 カウンターパート予算の確保について 

・ラジオネパールは財政的に困難な状況にあるが、プロジェクトのカウンターパート予算を捻出

することは可能であると考える。財務部及び経営陣の管轄業務なので詳しいことは分からない。

来年度（会計年度は 7 月中旬から始まる）に向けて予算請求したい。① ② ③ 
 

 阻害要因 

・大きな挑戦であるが、特に問題となる要因はない。あえて挙げるとすれば、政治や官庁との関

係に注意を払う必要がある。 
・すべての政党が公共放送の独立性に基本的に合意しているので、大きな政変があってもプロジ

ェクトが実施できなくなることはない。①  
・新憲法下でラジオネパールの位置づけや目標が明らかになることが重要である。また、財源と

財務も重要な課題になり得る。② 
・現在、国営放送から公共放送に変えることについて大きな議論が巻き起こっている。憲法及び

政府の方針が明らかになる必要がある。局内にもさまざまな政党グループごとの組合があり、

この件について異なる意見をもっている。公共ラジオ放送機関に関する政策がまとめられる必

要がある。③ 
 

 持続可能性 

・主に知識向上や手法改善に取り組むプロジェクトであるので、プロジェクト期間終了後もプロ

ジェクトの効果を持続することは可能であると考える。① 
・ラジオネパールは長年にわたり放送を続けてきている安定した機関であり、プロジェクト終了

後もプロジェクトの効果を持続できると考える。② ③ 
 

 負のインパクト 

・特に負のインパクトはないと考える。① ② ③ 
・公共ラジオ放送機関として社会的弱者（貧困層、少数民族等）にも十分配慮していく必要があ

る。② ③ 
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 ラジオネパールの経営改善について 

・民主化以降多くの FM 局が開局した。また、約 9 校のカレッジにジャーナリズムを専攻するコ

ースが設けられ、更に多くのカレッジでジャーナリズムの講義が行われるようになった。多く

の FM 局では、ジャーナリズムを専攻した若いスタッフが働いているが、ラジオネパールで長

年勤務している年配層はジャーナリズムについて十分な知識や見解をもっていない。今後、研

修等を通じて職員の能力を高めていくことが重要である。① 
・昨今、ネパールでは音質が明瞭な FM 放送の人気が高まり聴取者が増えている。ラジオネパー

ルも FM 放送の拡大を図っている。① 
・ラジオネパールは、利益を求めない公共のラジオ放送機関としてネパール全域、近隣国等に番

組を放送している。20 言語によるニュース番組を放送し、また、インターネットを通しての番

組配信も行っている。地方の遠隔地への放送は費用対効果が良くないが、公共放送として放送

を続けていく必要がある。民間のラジオ局とは目的と担う機能が異なっている。ラジオネパー

ルの運営を続けるためには政府からの財政支援が必須である。現在のラジオネパールの歳入は、

3～4 割が政府からの収入、残りが顧客からの収入である。顧客には、各省庁やドナー機関、民

間企業が含まれる。② 
・ラジオネパールは公共のラジオ局なので商業的な価値で民間のラジオ局と競合すべきでない。

公共放送としての責任を果たしていくことが肝心である。ラジオネパールの放送番組の内訳は、

ニュース番組約 27％、社会開発関係番組（教育番組を含む）約 36％、その他（娯楽番組、情

報番組等）37％である。 
・財政的な課題があるので、政府による財政的支援が大事である。③ 
 

 技術革新の影響について 

・以前は、より多くの国民がラジオを聴いていた。約 10 年前までは、ほとんどの人々が、ラジ

オネパールの各職員の名前まで知っているほどラジオネパールは人気のあるメディアだった。

現在は、多くの FM 局やテレビ局が開局し、また、印刷メディアも発達したので、国民のラジ

オネパールへの関心や依存度は低くなってきている。しかしながら、約 3 年前に BBC の実施

した調査によると、ネパールのラジオ聴取者のうち 83％がラジオネパールを聴取しているとい

う調査結果が出ている。公共放送としてのレギュレーションが設けられているため、現在も、

ラジオネパールは信用度の高いニュースの情報源として多くの国民から支持されている。① 
・FM 放送は、より音質が明瞭なため、聴取者に支持されている。ラジオネパールの機材は老朽

化してきており、電気料金が高くついている。ラジオ局の運営経費の約 6 割は電気料金の支払

いであり、電気料金を抑えることはひとつの課題である。② 
・FM 放送の拡充やデジタル放送化など、さまざまな技術的な課題がある。現在、地方局までの

送信にはタイコム 5 を利用している。インターネット配信については、日本にあるサーバーを

用いてライブで行っている。③ 
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Nepal Press Institute 

日 時 2010 年 5 月 6 日 

場 所 Nepal Press Intitute 

面談相手 ①Prof. Parsuram Kharel （Chairman）  
②Mr. Chiranjivi Khanal （Director） 

面談者 上野、Mr. Gopal Gurung（Program Officer） 

（○番号は上記の回答者を示す） 
 

プロジェクトの概要を上野団員から説明したあと、計画内容について意見を求めた。回答内容の概

要は以下のとおり。 
 

・時勢に合った有意義な計画内容であり、実施する必要性が高い。① ② 
・放送番組の内容の妥当性をモニターする機関は放送局の外部に置かれるべきであると考える。① 
・日本政府のラジオネパールへの支援はよいことだが、政府機関以外の多くの放送局にも配慮する必

要がある。ラジオネパールによる独占や民業圧迫は望ましくない。① 
・プレス・カウンシル・ネパールは、しっかりした機関であるが、政治色が強い団体である。さまざ

まな政治団体がメンバーを送り込んでおり、公正に機能を果たせるとは考えにくい。政治活動家の

プレス・カウンシル・ネパールへの参加を禁止すべきである。現在のプレス・カウンシル・ネパー

ルの課題は、学ぶ気がないことであり、組織の能力開発、機能改善は重要な課題である。① 
・これまでのラジオネパールは政府運営のラジオ局であり、それを公共放送局にしていく過程につい

て、現在、さまざまな議論があり、財源をどうするかということがひとつの焦点である。① 
・ネパールプレスインスティチュートは、長年、全国でジャーナリズムを指導してきた民間の機関で

あり、さまざまなサービスを提供できる。今後の協力を望む。① ② 
 
 
Radio Nepal, Engineering Division  

日 時 2010 年 5 月 11 日 

場 所 Radio Nepal 

面談相手 Mr. Shiva Raj Baral （Chief Engineer, Engineering Division） 
Mr. Shree Bhadra Wagle （Deputy Director） 
Mr. Udaya Krishna Shrestha （Radio Engineer） 

面談者 上野、Mr. Gopal Gurung（Program Officer） 

 
ラジオネパールのメンテナンス部署の現状、課題、今後の取り組み策について聞き取り調査を行っ

た。 
 
 放送機材 

・1980 年代と 2006 年に無償資金協力により施設、機材が供与された（スタジオ、ミキサー、レ

コーダー、アンプ、スピーカー、マイク、電源供給装置、発電機など）。ポカラ等の地方局に
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も供与された機材の一部がある。機材のコンディションは良く、使えなくなり困っている機材

は特にない。 
・ヤマハ製の音楽ミキサーDM2000（96 チャンネルのミキサー。Windows XP をベースに Cool edit

や Adobe のソフトを用いて操作する）については、スタッフの操作技術が習熟しておらず効果

的に活用できていない。過去にヤマハのトレーナーによる 1 日の研修があったが、十分でなか

った。5 人を対象に 1 週間の研修を実施することを希望する。また、ミキサー背面の接続基盤

収容部分にある接続ボード数が足りなく、できれば増設したいと考えている。 
・雨期の雷でアンプの中のカードがときどき壊れる。建物の電源システムは落雷対策が施してあ

るが、それでも壊れている。 
・ラジオネパールの放送時間は朝 5 時から夜 11 時の 18 時間。そのうち 4 時間はローカル番組の

時間で、地域言語で制作・放送している。地方制作の番組の放送は、カトマンズに加え、ポカ

ラ、スーケット、デパール、ダランの 4 カ所から行っている。 
・リージョナルステーションは、カトマンズ、バルディバス、ポカラ、スーケット、デパール、

ダランの 6 カ所にある。FM のリレーステーションは 14 カ所にある。 
・最近は、中国製の安い FM ラジオが普及している。また、モバイル電話付属の FM ラジオ機能

を使っている人も多い。 
 

 新しい FM アンテナの設置計画 

・現在、70 のディストリクトに 14 の送信所、10 の FM 基地局がある。 
・現在、強力なトランスミッターとアンテナを東部の平野部に面する山の上と西部の山の上に設

置する計画をもっている（1 セットの費用の目安は 5 万米ドル）。これら 2 つの送信所の導入に

より人口の 30～40％をカバーできる見込みである。電波の届く範囲は約 70km。 
・1991 年に導入した AM のトランスミッターの寿命が近づいており、FM はその AM が駄目にな

った場合のバックアップになると考えられている。 
 

 メンテナンススタッフ 

・スタッフのトレーニング費用は局の年度予算に計上されていない。また、メンテナンス部の予

算計画もない。必要なときにマネジメントが随時費用を工面している。 
・エンンジニアの Mr. Udaya K. Shrestha（Radio Engineer）は、1 年間、日本の NHK で災害対策の

研修を受けた経験がある。また、1990 年代の半ばまで 6 年間ロシアに留学し、ラジオエンジニ

アリングを学んだ経験がある。 
 

 

Radio Nepal, Business Division 

日 時 2010 年 5 月 11 日 

場 所 Radio Nepal 

面談相手 Mr. Radha Krishna Kafle （Director, Finance Department）  

面談者 上野、Mr. Gopal Gurung（Program Officer） 
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ラジオネパールのビジネスディビジョンの現状、課題、今後の取り組み策について聞き取り調査を

行った。 
 

・ビジネスデパートメントには、20 名のスタッフがおり、セールス、マーケティング、PR などの業

務を行っている。 
・ラジオネパールの年間予算は約 2 億 2,000 万ネパール・ルピー（約 300 万米ドル）である。収入の

約 50％が政府の補助金で賄われ、約 50％が独自の収入である。独自の収入は広告収入などである。

その他の省庁の広報、政府機関の仕事、公共放送、ドナーなど。民間セクターからの収入は非常に

少ない。年度予算は例年赤字になり、政府からの補填でカバーされている。支出の 30～35％は電気

代である。開発費（FM 等のサービス拡張、メンテナンス、スペアパーツなど）が 30％、給与、そ

の他が残りの 35％となっている。 
・人とポストを減らして経費を削減する計画がある。 
・広告収入は微増傾向にあるが、政治状況の影響を受け経済情勢がよくなく、また、近年 FM 局やテ

レビなど競合が増えたため改善が難しい。主な競合企業はネパール TV、Kantipur（テレビ、ラジオ、

新聞、ネットを有する）、MSTV など。 
 

 
Radio Nepal, Program Division 

日 時 2010 年 5 月 11 日 

場 所 Radio Nepal 

面談相手 Mr. Dhanendra Bimal Chettri （Chief, Program Division） 

面談者 上野、Mr. Gopal Gurung（Program Officer） 

 
ラジオネパールの番組制作ディビジョンの現状、課題、今後の取り組み策について聞き取り調査を

行った。 
 

・最大の問題はマンパワーである。70 名いるが、15％だけが有能で、85％のスタッフは能力不足であ

る。どうやって番組内容を制作するか分かっていない。機材操作や台本作成、番組企画、制作など

すべての面においてトレーニングが必要である。 
・能力が劣るスタッフも新聞を読むだけのような番組制作はできるが、ドキュメンタリーや特集番組

は作れない。 
・スタッフトレーニング部はテンポラリーに組織され（5 名）、不定期でアジア太平洋放送連合

（ABU）、JICA などの研修をコーディネートしている。 
・現在、希望退職制度の導入を計画し、職員の若返りを計画している。過去 15 年間に番組制作

部には新しいスタッフが入っていない。新しい人材が欲しい。 
・慢性的に予算不足の問題を抱えており、番組制作費はゼロである。そのため取材は局で行うか、近

くにしか行かない。遠くについては電話でインタビューするのみである。 
・政府のラジオ局なので規制に従わなければならず番組制作についても独自の方法をとれないため、

自由で独立した制作ができない。 
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・ラジオドラマは、昔は大人気を博したが、現在はテレビや FM に人気を奪われている。 
・タレントや歌手のインタビューをときどき放送している（出演料はなしでタクシー代のみ支払って

いる）。ドキュメンタリー番組は月に 1 回程度放送している。リスナーからのフィードバックは手紙、

メール、電話を通して多くある 
・ラジオネパールはニュースチャンネルであるという認識がある。そのため、聴取者が望む正確なニ

ュースを届けることが重要だと考える。政府の規定に沿うことが大事（ニュースはニュースディビ

ジョンで制作。中央に 35～45 名、地方に約 70 名のスタッフ）。 
・BBC はネパールサービス（英国からのライブ放送）を深夜に 30 分間行っており、人気がある。 
 
 
AC Nielsen 

日 時 2010 年 5 月 11 日  

場 所 AC Nielsen Nepal Pvt. Ltd  

面談相手 Mr. Anup Dhakal （Senior Ckient Solution Exective） 
Mr. Deepal Bikram Thapa （Senior Manager, Client Solutions） 

面談者 上野、Mr. Gopal Gurung（Program Officer） 

 
プロジェクトの概要を上野団員から説明したあと、計画内容について AC Nielsen 職員の意見を求め

た。回答内容の概要は以下のとおり。 
 
 妥当性 

・現在の経済、社会の情勢を考えるとメディアの役割は重要である。特にニュースは大事。メデ

ィアのガイドラインを設けることが必要。 
 

 カウンターパート機関の妥当性 

・情報通信省の情勢や方針は政治の安定性に大きく左右される。政府が替わると大臣以下全員代

わる。方針、メディア開発戦略も変わる。プレス・カウンシル・ネパールとラジオネパールは

ガイドラインの開発には適当。 
 

 プロジェクトへの支援、協力の可能性 

・各種サーベイ、プロジェクトの評価等を行うことができる。 
 

 阻害要因 

・多くのメディア機関が発達しラジオネパールの競合となっている。ジャーナリスト個人レベル

の発達が焦点である。多くのメディア従事者が、さまざまなイデオロギーや宗教と関連をもっ

ている。メディア・リストラクチャリング・コミッティーが設置されさまざまな改革を検討し

てきたが、大臣が代わるたびに方針が変わるので今後の予測は難しい。2006 年にはテレビ局と

ラジオ局とニュースコミッティーを合併する案も作成された。 
 



－80－ 

 持続可能性 

・持続発展は容易でない。何らかのかたちの援助が継続されるべきである。 
 

 負のインパクト 

・特に負のインパクトが起きることはないと考える。公共ラジオ放送機関として社会的弱者（貧

困層、少数民族等）にも十分配慮していく必要がある。 
 

 社会情勢とメディアについて 

・政治が変わるとバイアスが生じてメディアも変わる。 
・多くの政治団体が新聞やラジオなどを有している。 
・公正なニュースメディアが国民にとって必要。 
・ラジオネパールは、現在も、国内で最も人気のあるメディアである。しかし、都市の所得水準

の高い層は、あまりラジオを聴かなくなってきている。テレビを観る。 
・ニールセンは、毎月、アーバンネパールメディアリサーチを行っている。 
・ネパールの都市生活者は全人口の約 15％にすぎない。85％は地方で暮らしている。特に山村で

はラジオは重要な情報源となっている。 
 
 
Ministry of Information and Communications（MoIC） 

日 時 2010 年 5 月 12 日 

場 所 MoIC 

面談相手 Mr. Narayan Prasad Regmi （Joint Secretary） 

面談者 上野、Mr. Gopal Gurung （Program Officer） 

 
情報通信省でメディア分野の現状、課題、今後の取り組み策について聞き取り調査を行った。 

 
・ネパールのメディアセクターでは、人材の能力が十分でなく質の高いコンテンツを供給できていな

いと認識している。メディアセクターの訓練・人材育成のニーズがある。 
・メディアに関する法制度改正については情報通信省に責任がある。今のところ憲法がいつ制定され

るか予想できない。情報局の Deputy General である Mr. Sudel Sorton がキーパーソンの 1 人である。

（現在は米国に 2 週間の出張中。プレス・カウンシルのメンバーの 1 人でもある。） 
 
 
Press Council Nepal  

日 時 2010 年 5 月 12 日 

場 所 Radio Nepal 

面談相手 Mr. Kiran Shrestha （Senior Administrative Officer）  

面談者 上野、Mr. Gopal Gurung（Program Officer） 
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プレス・カウンシル・ネパールでネパールのメディアの現状、課題、今後の取り組み策について聞

き取り調査を行った。 
 

・プレス・カウンシル・ネパールでは 26 名の職員が働いている。 
・40 年間事業を継続しており、資金は政府から支出されている。 
・いろんな制度ややり方が古いので、見直す必要があり、JICA の支援、提言を求める。 
・国内で発行される 300～400 の新聞のうち、50～60 の新聞がオフィスに運ばれてくる（地方の新聞

は 1 カ月くらい遅れて届く）。それをメディアモニタリングユニットの 5 名のスタッフが読んで内容

に不適切な点がないか調べる。 
・規定に抵触するものがあれば 1 カ月に 1 回開催されるサブコミッティで審議する。それで問題があ

る場合には警告を行う。担当者を呼んで話すこともある。裁判まですることもあるが、まれである。 
・14 名のプロフェッショナルな背景のある人が理事会メンバーに就く（任期は 4 年）が、現在は数名

が解任され、8 名（議長 3 名を含む）のみである。政治的なバックグラウンドをもつ者も多いとい

われている。各政党の関係者がボードに居るので公正さを保つためのバランスが保てている。 
・違反をしても警告、召致するのみであり、強制力がなくあまり効果的とはいえない。 
・コンプライアンスは補助金のためのメディア機関評価の 10％の部分にしか当たらず、効果が薄い。 
・電気メディア（テレビ、ラジオ、ネット等）についてはまだ対応していない。 
 
 
Radio Nepal, Finance Division 

日 時 2010 年 5 月 12 日 

場 所 Radio Nepal 

面談相手 Mr. Redha Krishna （Chief, Financial Administration Division） 

面談者 上野、Mr. Gopal Gurung（Program Officer） 

 

ラジオネパールの財務ディビジョンの現状、課題、今後の取り組み策について聞き取り調査を行っ

た。 
 

・広告の顧客は、70 の政府関係機関と 30 の私企業（麺類、ビスケット、その他産業）。 
・局の支出は、電気代（ジェネレータ燃料を含む）が 6,000 万ルピー、職員のサラリーが 1 億 2,000
万ルピー、その他が 2,000 万ルピーである。 

・601 名の職員の半分を希望退職制度により 3 年かけて半分に減らす計画を情報通信省に提出済みで

あるが、まだ採択されていない。希望退職制度のために予算請求をしている。 
・多くの放送局ができて競争が激しくなったため、広告収入は減少傾向にある。マーケットそのもの

のスケールは同じなので、競合が増えると売り上げが減る。 
・政府の規定により衛生についての番組や教育番組を放送しなければならず、また、他言語放送も行

わなければならず、他の局と比べて不利な部分がある。 
・広告やマーケティング活動は、限定的であるが実施している。 
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Press Council Nepal 

日 時 2010 年 5 月 13 日 

場 所 Press Council Nepal  

面談相手 Mr. Narayan Prasad Sharma （Chairperson） 
Mr. Ram Sharan Bohora （Information Technology Office） 
Mr. Mom Bdr Thapa （Leagal Officer） 
Mr. Kiran Shrestha （Senior Addministrative Officer） 
Mr. Janadish Poudel （Senior Addministrative Officer） 

面談者 鳥居、橋本、日浅、上野、Mr. Gopal Gurung（Program Officer） 

 
プレス・カウンシル・ネパールでネパールのメディアの現状と課題、プレス・カウンシル・ネパー

ルの取り組みについて聞き取り調査を行った。 
 
 選挙時のメディアモニタリング活動 

・プレス・カウンシル・ネパールは 2008 年の制憲議会選挙期間中（4 カ月間）のメディア（テレ

ビ、FM、印刷メディア）のモニタリングプログラムを実施し、モニタリング結果を情報通信省

と選挙コミッションにレポートした。約 100 名を動員してモニタリング活動を行い、機材（VHS
ビデオデッキ、テレビ等）は選挙コミッション〔米国国際開発庁（USAID）支援〕が提供した。

その後、2009 年の 6 名の補欠選挙の際にもメディアのモニタリングを行った。モニタリングを

行った際には、サンプリングにより対象の局を選んだ。政党との関係、人気、地域の 3 点を基

準に選考し、カトマンズの 39FM 局、他地域の 28FM 局、全 7 テレビ局のうち 4 つのテレビ局、

4 つの新聞、3 つの情報週刊誌をモニターした。 
・新聞は定性的分析をした。テレビは定量的分析（1 人当たりの放送時間）をした。 
・今後は、記録媒体を DVD や IP テレビなどの新しいものに替えて記録し、モニタリング活動を

行いたいと考えており、現在、予算を請求中である。 
 

 定常時の活動 

・プレス・カウンシル・ネパールの職員数は 25 名。ボードメンバーのバックグラウンドは、主

にジャーナリストである。 
・現在、新聞のみをモニタリングしており、テレビ、ラジオのモニタリングは行っていない。ネ

パールでは、300 以上の FM 局が登録しており、そのうち 200 以上が放送を行っている。プレ

ス・カウンシル・ネパールでは、そのすべてをモニタリングしたいと考えているが、現在は行

っていない。モニタリング活動に関する制度を新しくするための要請を政府に提出したが、ま

だ回答がない。 
・新聞記事をモニタリングする際には、選挙管理委員会の定める「ジャーナリストのための選挙

コードオブコンダクト」及び「ネパールカウンシルアクト」に基づいて情報の適切性を判断す

る。何か問題がある場合には、最上位委員会で審議のうえ、指導する。罰金の金額は小さいが、

倫理違反への心理的な懲罰として機能している。 
・メディア機関のなかには、独自にコードオブコンダクトを設定しているメディア機関もある
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（Kantipur など）。 
・違反メディアには警告を行う。警告後も改善しなければレビューを行い（レビュー費用が課金

される）、警告を受けた会社は 7 日以内に広報レターを出さなければいけない。指導に従わな

い場合は、ディスエビデントメディアとしてブラックリストに載せる。 
・プレス・カウンシル・ネパールは、違反プレスをクラシフィケーションから除外することによ

り、プレスパスを剥奪し、補助金を受けられないようにすることができる。プレスパスを剥奪

するかどうかは、コミッティーでジャーナリストのコードオブコンダクトに従って決める。コ

ードオブコンダクトは放送メディアも対象に含む。 
・記事の内容が攻撃的で個人の人物を棄損したという理由で、今月、2 つの情報週刊誌への制裁

を提案した。昨年は 29 件を取り上げ、12 件についてはプレスライセンスを取り消した。 
・ほとんどの場合は、倫理的懲罰のみにとどめるが、裁判を行う可能性もある。裁判を行う場合

の起訴は、クレームした人がする。最終的な審議を最高裁で行うことにより、政治の干渉を避

けることができる。 
・モニタリングしなければいけないメディアが増えたため、モニタリング方法をオーディエンス

からの通報制（トールフリー電話）にするなど方法の見直しを検討し提案したがまだ実現でき

ていない。 
・日本のケースでは、出版メディアは自主規制している。放送の場合、総務省の周波数割り当て

（放送免許の認可制度）が影響する。政府は基本的には規制していない。 
・プレス・カウンシル・ネパールは、（リージョナルでなく）ディストリクトレベルで活動を実

施したく 2 年前にリバイスアクトを情報通信省に提出した。現在は、政治がうまく機能してい

ないので、まだ実現していない。 
・1994 年に国連教育科学文化機関（UNESCO）から大型スキャナーを供与されて以来、1994 年

から 2006 年までの新聞（2,300 万ページ）をスキャンして DVD に保存している。スキャナー

が壊れたため 2006 年から作業を中断していたが、今月から再開している。 
・このアーカイブは国内最大の電子ライブラリーであり、アメリカ議会等でも利用されている。

データは、1MB 当たり 25 ペサで提供している。 
・プレス・カウンシル・ネパールの財源は政府で、現在はドナーの支援を受けていない。今後、

ドナーへの支援依頼も検討する。 
 

 プロジェクト計画案について 

・カトマンズに限らず、地方でもジャーナリズムを確立することが望ましい。いいプロジェクト

なのでプレス・カウンシル・ネパールはフルサポートする。 
 

 

LDO of Morang, Biratnagar 

日 時 2010 年 5 月 14 日 

場 所 LDO of Morang 

面談相手 Local Development Officer 

面談者 鳥居、橋本、日浅、上野、Mr. Gopal Gurung（Program Officer） 
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Biratnagar の Local Development Office で地方のメディアの現状、課題、今後の取り組み策について

聞き取り調査を行った。 
 

・Morang には Biratnagar FM があり、行政との関係は良好である。District Development Committee
（DDC）がメディアに情報を伝えて報道してもらうことがあり、また、DDC がメディアに予算

のサポートをしている。 
・Biratnagar FM については、DDC と直接契約して放送している 30 分番組もある。DDC とネパールジャ

ーナリスト連盟（FNJ）の契約もある。 
・DDC はローテーションベースで選んでさまざまなメディアに広告を出している。 
・地方では、住民にさまざまな情報が十分に伝わっていない。FM 及び印刷メディアはディストリク

ト全域をカバーしておらず、住民全員に情報が伝わっていないため、人々は憲法改正についても十

分な知識をもっていない。法律やローカルレベルの行政など情報が家庭になるべく早く届くように

なるべき。 
・ローカル FM はローカルニュースだけを扱っており全国のニュースは扱っていない。Biratnagar
では、FM のサービスがないためラジオネパールはよく聞こえない。ラジオネパールはアクセス

がない。組織と人を強化すべき。 
 
 
DDC of Morang, Biratnagar 

日 時 2010 年 5 月 14 日 

場 所 DDC of Morang 

面談相手 Mr. Pashupati Prasad Pokharel （Local Development Officer）  

面談者 鳥居、橋本、日浅、上野、Mr. Gopal Gurung（Program Officer） 

 

Biratnagar DDC of Morang でネパールの地方メディアの現状、課題、今後の取り組み策について聞き

取り調査を行った。 
 

・地域には 5 つのローカルラジオ局がある。 
・ローカルジャーナリストはモラルを守ってとてもよくやっており DDC との関係は良い。DDC の情

報も報道してくれている。 
・概してジャーナリストたちは独立性が保たれており自由で公正だといえる。一部のジャーナリスト

にはトレーニングが必要といえる。女性のジャーナリストは少ない。 
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CDO of Morang 

日 時 2010 年 5 月 14 日 

場 所 CDO of Morang 

面談相手 Mr. Shashi Shekhar Shrestha （Chief District Officer of Morang District Administration 
Office）  

面談者 鳥居、橋本、日浅、上野、Mr. Gopal Gurung（Program Officer） 

 

CDO of Morang でネパールのメディアの現状、課題、今後の取り組み策について聞き取り調査を行

った。 
 
・Morang では、127 の新聞（すべて民営）が登録されており、二十数社が実際に新聞を発行している。 
・地域住民の識字率は高く、新聞を読める人が多い。活字メディアは地域で登録し、情報通信省から

補助金を得ている。 
・CDO は、開発に関するすべての事柄について住民の相談に対応している。 
・メディアについての問題がときどきあるが、クォートに従って対処している。 
・メディアの役割は大事であるが、ローカルジャーナリストの能力は不十分である。 
・ジャーナリストの健全化が望ましい。 
・印刷メディア及び放送メディアのより効率的な登録システムが必要である。 
・レジストレーションシステムの課題に取り組む。 
・多くの FM 局があり、人気を博している。人々はクリアーな音を好んでいる。 
・ラジオネパールは、ローカル FM 局とリンクしてほしい。 
・ラジオネパールの番組は伝統があるが古臭い。人々の好みに合うようにコンテンツを改善すべき。 
・CDO にリスナーからのクレームが寄せられることはない。 
・災害時には警察や地域の人から FM 局に連絡があり、プレスと FM 局を通じて警告を出している。

災害を事前に知るのは難しいので災害発生の事前警告はなく、事後の報道のみ行っている。コミュ

ニティ間で連絡できるサイレンがあり、ローカルレベルで情報伝達を行っている。山の上から下へ

警報サイレンにより情報を伝達している。 
・日本に災害予防情報システムがあれば手法を学び導入したいと考えている。 
 
 
Nepal Press Institute, Biratnagar Office 

日 時 2010 年 5 月 14 日 

場 所 Nepal Press Institute Biratnagar Office 

面談相手 ①Mr. Kumud Adhikari （Radio Nepal・勤続 10 年） 
②Mr. Bikram Niraula （FNJ/BBC） 
③Mr. Birendra Sharma （Coordinator, Regional Media Resource Center, Nepal Press 

Institute） 
④Mr. Bhakta Rai （Radio Nepal・勤続１年） 

面談者 鳥居、橋本、日浅、上野、Mr. Gopal Gurung（Program Officer） 
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ネパールプレスインスティチュートの Biratnagar Office で、地域のジャーナリストの現状、課題、今

後の取り組み策について聞き取り調査を行った。○番号は上記の回答者を示す。 
 

 ローカルジャーナリストの現状の課題 

・安全面の課題と経済面での課題がある。 
・開発問題については政治の影響がある。 
・ジャーナリズムは困難に直面している。与えられた状況のなかでやっていく。④ 
・200 人以上のジャーナリストが Morang ディストリクトで働いている。FM 局は多くあり番組を

放送している。 
・安全面の配慮は重要で、思ったことをそのままは書けない。 
・レコーダーなどの機材が十分でない。 
・さまざまな制約や困難がある。実践的なトレーニングがあったらいい。③ 
・メディア政策は以前と比べると良くなったが、依然たくさんの問題がある。今もセキュリティ

状況の問題から、一部の地方には取材に行けない。 
・トレーニングが必要。機材が十分にない。① 
・若い人が多く参加しており、より技術的なトレーニングが必要。 
・機材の問題がある。 
・国政の重要なプロセスにあるのでメディアの役割が重要である。 
・さまざまな住民がおり、憲法制定のプロセスさえ知らない人も多い。憲法のことや地域のさま

ざまな課題について報道する必要がある。地域の課題をどのようにして憲法に反映させるかを

考えないといけない。 
・ローカル FM 局は E メールや SMS でリスナーと連絡をとっている。 
・ラジオネパールはニュースが多い。 
・インタラクティブな番組制作がいい。 
・憲法が予定どおりにできることを望む。② 

 

 ジャーナリストのセキュリティ 

・セキュリティの問題は多く発生している（政治団体が一部の土地を政党のものだと報じるよう

メディアに頼んだ例がある）。 
・地域のつながりなどによりメディアに圧力がかかることがあり、メンタルセッティングに課題

がある。 
・ジャーナリストは情報を集めて FNJ に報告し対処する。FNJ は安全第一を提唱している。 
・ジャーナリストが攻撃されるとニュースになる。 
・社会に対するメディアの影響力は大きいが、人々もメディアの制約を知るべきだ。 
・ラジオネパールは最も多くの人に聴かれているメディアである。 
・政治団体と直接の関係があるメディアはない。コマーシャル FM にはいろんな顧客があり、コ

ミュニティ FM は背景による。 
 

 研 修 

・東部地域でジャーナリストの研修を行っている。カトマンズでは経費が高いので地方で行った
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方がよい。 
・4、5 人のトレーナーがおり、プロジェクター、インターネットなどを用いて、女性ジャ

ーナリストのセキュリティ対策トレーニングなど 3 カ月間研修を行う。デンマーク国際開

発庁（DANIDA）等のドナーの支援がある場合もある。 
 
 
Radio Nepal 

日 時 2010 年 5 月 16 日 

場 所 Radio Nepal 

面談相手 Mr. Sushil Koirala （Deputy Executive Director）  

面談者 鳥居、橋本、日浅、上野、Mr. Gopal Gurung（Program Officer） 

 

ラジオネパールでミニッツ（M/M）案について協議した。 
 

 公共放送化検討コミッティーについて 

・以前設けられたコミッティーは解散したので、現在はボードで協議中。 
 

 公共放送化の準備について 

・コミッティーのメンバーが計画を策定する。 
・情報通信省が将来計画のためのコミッティーを設ける。 
・ラジオネパールは、国会下の組織で予算が財務省から直に配分される。 
・公共化は基本的にいいことであるが、実際は機能しない。 
・編集の独立性について、平常時は確保されており、大臣がラジオネパールに何か頼むことはな

い。危機的状況時には影響を及ぼす。今は、政府がメディアを必要としている。 
・4 年前、政府がコミッションをつくり計画を策定したが実現しなかった。 
・プロジェクトの活動の一環として新しくコミッティーをつくる。 
・商業セクターからの売り上げを増やす努力をすべき。 
 

 リストラ計画 

・ラジオネパールの定年退職年齢は 58 歳である。 
・終身雇用の職員について早期退職を実施するお金が必要。質の高い新しい人が必要。 
・リストラの最初の対象はレコーディング担当のミュージシャン等。 

 

 放送コンテンツのモニタリング 

・現在、プレスカウンシルは放送メディアのモニタリングはしていない。ネパールでは 200 以上

の FM ラジオ局が放送を行っており、モニタリングボードがあるべき。 
・プロジェクトを通してラジオネパールが正確・中立・公正なメディアのモデルを示す。 
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 短波放送について 

・現在、短波はうまく機能していないが、海外に移住したネパール人へのサービスとして必要で

ある。設備の更新には 2,000 万ルピー（約 3,000 万円）かかる。 
・以前はドイツ、英国まで届いた。 
・効率性を高めるためにラジオネパールとネパールテレビを合併すべきである。 
 
 

Ministry of Information and Communications（MoIC） 

日 時 2010 年 5 月 17 日 

場 所 MoIC 

面談相手 Mr. Laxmi Bilas Koirala （Under Secretary, Press and Information Coordination Section） 
Mr. Chuda Raj Neupane （Policy and Planning Section） 
Mr. Dilli Ram Bastola（Section Officer） 
Mr. Anup Nepal 
Mr. Rajenda Nepal 

面談者 鳥居、橋本、日浅、上野、Mr. Gopal Gurung（Program Officer） 

 
プロジェクトの計画内容案について情報通信省と協議した。 
 
 補助金とモニター 

メディアへの政府の補助金は法律では規定されていない。当初は印刷メディアの紙質のサポー

トのために支給された。現在は、メディアの再編を考慮しなければいけない。 
メディアのモニターについては、プレス・カウンシル・アクトに定められている。情報通信省

にはマンデートがない。プレス・カウンシルはカトマンズにしかないが、地方では郵便局に印刷

メディアをモニターするユニットがあり、問題があると情報通信省にレポートがある。その場合、

審議のうえ、警告、ライセンスの取り上げなどを行う。放送法で放送について規定し、ラジオア

クトで周波数等について規定している。現行の FM 局のガイドラインを改定することができる。 
 

 公共放送化 

・公共放送の定義はまだないが、BBC や NHK のようなモデルを想定している。    
・ネパール TV とラジオネパールは財源がないのが課題である。 
・さまざまな意見があるが、皆が、現在のままではうまくいかないと考えている。 
・政府の支援は必要である。 
・ラジオネパールにはいい番組がある。 
・ラジオとテレビが合併すべき。 
・JICA から情報通信省にカウンターパートの選出を依頼した。 
・マネジャーに加えてワーキングレベルの人が必要。 
・M/M 案の内容について 17 日以降も協議を続行する。 
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Radio Nepal, Engineering Division 

日 時 2010 年 5 月 17 日 

場 所 Radio Nepal, Engineering Division 

面談相手 Mr. Udaya Krishna Shrestha （Radio Engineer）  

面談者 鳥居、橋本、日浅、上野、Mr. Gopal Gurung（Program Officer） 

 
ラジオネパールのエンジニアリング・ディビジョンでネパール政府の災害情報システム導入計画に

ついて情報収集を行った。 
 

・Udaya 氏は、2007 年の 10 月に NHK での研修を終えて帰国し、以来、ラジオネパールで勤務してい

る。 
・これまでに、省庁などに赴き説明したが、まだ災害予防情報システムは実現していない。導入には

約 600 万ルピーかかる。 
・スタジオはラジオ局の既存のスタジオを使えるので、レシーバーを導入するのみでハードウェアの

システムを構築できる（1,000 のラジオレシーバーをラジオ局、病院などに設置する）。 
・ネパールのホームミニストリーでは、災害警報センターをつくる構想があるが、財政的な理由で実

現していない。 
・現在、ラジオネパールでは、朝 7 時からのニュースで天気予報を放送している。まずは、天気予報

の質と頻度を向上する取り組みをすることが望ましい。 
 
 
BBC（英国の公共放送） 

日 時 2010 年 5 月 17 日 

場 所 BBC 

面談相手 Mr. Ben Williams （BBC World Service Trust）  

面談者 橋本、日浅、上野、Mr. Gopal Gurung（Program Officer） 

 

・BBC はネパールで多くの研修を行ってきた。 
・若い人を対象に実施することが大事である。 
・良い番組を作ることが大事であるが、財政難などいろいろな問題がある。大きな障害を認識しなけ

ればいけない。アンゴラの例でも難しく、インパクトが小さい。 
・聴取率調査については信頼性があまり高くない。 
・ラジオネパールには大きな変化が必要である。リスナーの望みに応える良い番組を作ることが肝心

である。 
・サウンドエフェクトなどの質を向上し、クリエイティビティに変化をもたらす必要がある。 
・公共化するには商業的な競争に強くなる必要がある。 
・より良い番組を作り、CM の質も向上するべき。 
・BBC は 4 つのテレビチャンネル、7 つのラジオチャンネル、50 のローカルラジオ、インターネット

で番組を提供している。 



－90－ 

・BBC の英国での印象は、アキュレート、トゥルース、リトルボアリング（Public Service Broadcasting：
PSB）。 

・BBC の主な財源は 4 つ。 
1．ライセンスフイー 
2．World News Global = Advertising 
3．World Service = Grant from Foreign Affair Office 
4．BBC trust 
  

・BBC は透明性が高く、多様な番組を制作し、常に良い評判を得ている。 
・フォークランド紛争時に、BBC は政府の干渉を断った実績がある。 
・バイアスがあるとみなされていない。 
 
・ラジオネパールの設備を用いて BBC ワールドサービスを放送している。ラジオネパールに施設使用

料を支払い、研修も行っている。 
・ネパールテレビとも協力し、BBC ワールドサービスの放送を行っている。 
・ネパールテレビとラジオネパールは合併する方が効率的である。 
・Nepal エアラインのような非効率は避けるべき。 
 
・JICA プロジェクトは新しい試みであり非常に高く評価する。 
・長期的に取り組む必要がある。 
・財務状況を改善することが重要、政治の干渉を避けることが課題。 
・局を代表する素晴らしいニュースプログラムを作るのがいいのでは（ラリーキングのような）。 
・ラジオネパールの番組は古臭いので、ジャーナリズムを学んだ若い人を指導して新しい番組を作る

のがいい。 
 
・BBC と JICA が協力して研修を実施することも考えられる。 
・BBC がインドで行っている研修は非常にうまくいっている。大きな文化の変化をもたらした。 
・短波放送は費用対効果が悪いので、放送をやめるのがいいのでは。聴きにくく、聴いている人が非

常に少ない。海外ではインターネットで聴取でき、短波の必要性は低い。 
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SWOT ワークショップ結果 
 
実施日時：2010 年 5 月 16 日（日） 
参加者：ラジオネパール職員及び関係者 

実施場所：ラジオネパール会議室 

ワークショップのトピック： “ラジオネパールの公共放送化” 

 
＜シンプル SWOT＞ 

強 み 弱 み 

内
部
の
状
況 

1. 信憑性、信頼性 
2. 充実したインフラと高いカバー率 
3. 政府からの支援 
4. 栄光の歴史 
5. 多言語対応放送 
6. ネパール最初の国民的ラジオであること 
7. 万人のためのメディアであること 
8. 貴重な音響素材 
 

1.  不正確さ 
2.  旧来のアプローチと硬直した規則、規約 
3.  業績評価がなく、内部の動機づけが低いこと

4.  不十分な広報 
5.  調整力と制御力の欠如 
6.  経営陣からのバイパスシステム 
7.  専門人材の不足 
8.  すべてのスタッフに対して業務分掌がないこ

と 
9.  ラジオネパールの明確な使命が情報通信省か

ら示されていない 
10. 決定権の集中、権限委譲の欠如 
11. 情報通信省・政府から明確な方針が示されな

いこと 
12. 誇張傾向 
13. オーディオ素材やスタジオ機器の不適切な管

理、運用 
機 会 脅 威 

外
部
の
状
況 

1.  外国からの援助 
2.  十分な人的資源 
3.  番組の多様性 
4.  ドナー/国際 NGO が進んでサポートするこ

と 
5.  スタジオ機能がいいこと 
6.  2 つ目のチャネルを放送する能力 
7.  地域と地区の FM、AM 局 
8.  世間での高い信用 
9.  全国的に統合する能力 
10. 制作ハウスとしてラジオネパールを発展さ

せる 

1.  急増する FM 局 
2.  公共サービス、州ラジオの混乱 
3.  限られた予算 
4.  政治的に任命されるエグゼクティブダイレク

ターと決められていない任期 
5.  当初の目的が現在は有効でないこと 
6.  政府のメディア、マウスピースとみなされて

いること 
7.  多すぎる職員数とプロ意識の欠如 
8.  政治の介入 
 

    

６．SWOT ワークショップ結果 
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＜クロス SWOT＞ 
 強 み 弱 み 

機 

会 

1.  人員数 
2.  外国からの機材調達等の支援 
3.  優れたインフラとアクセシビリティ 
4.  多言語対応プログラム 
5.  特定の職業訓練 
6.  パフォーマンス評価なしでの昇進 
 

1.  政策の不在。明確な理由なしでのラジオネパー

ルのルールの変更 
2.  サードパーティによるモニタリングシステム

がないこと 
3.  未熟な人的資源管理 
4.  頻繁な技術の変化 
5.  不明瞭な（サービス/ビジネス）運営方針 
6.  採用におけるハロー効果 
7.  貴重なオーディオ資産のアーカイブ 
8.  マルチバンド放送 

脅 

威 

 
打開戦略、多様化戦略 
1.  定期的によい訓練を提供する 
2.  有名な歴史 
3.  技術の変化への対応 
4.  インセンティブのないスキルドスタッフ 
5.  政府のメディア、組織のサイズダウン 
 

1.  プロ意識の欠如 
2.  予算の制約 
3.  ビジネス/マーケティングのポリシーがない 
4.  ラジオネパール内の調整の欠如 
5.  国営ラジオか商業ラジオかの混乱 
6.  政治の介入 
7.  権限委譲が適切に行われていない 
8.  業務分掌、業務指示が適切に示されていない 
9.  適切なガイドラインなしで新しい局を開設 
10. ラジオネパール内のモニタリングがない 

 
ラジオネパールは広いカバレージエリアをもっており、また、その放送に対する聴取者の信頼性、

信憑性は高い。しかし近年は、技術の変化と民間 FM 局の台頭によりラジオネパール聴取者数は減っ

ている。番組の質を改善することにより、聴取者と広告主の増加を見込むことができる。ラジオネパ

ールを政府のマウスピースであるとみなしている人も多くいる。 
ラジオネパールでは、多くの余剰人員と特定分野の技術人材の不足が課題となっている。  
電気代、給与などを含む運営予算の大部分を政府からの支出により賄っている。ラジオネパールは、

現在の約 600 名の職員を約半分にする計画をもっている。この計画を実現するためには、政府の支援

が必要であるが、これまでのところ支援を受けることができていない。ラジオネパールは公共放送機

関としての地位の確立を望んでいるが、その一方で情報通信省からの支援予算を必要としており、そ

れがラジオネパールの独立性の確立を難しくしている。さまざまな障害はあるが、現在の国民のニー

ズに応えるためにはラジオネパールの公共放送化は必要である。  
 
 

実施日時：2010 年 5 月 16 日（日） 
参加者：情報通信省関係者 
実施場所：ラジオネパール 
ワークショップのトピック：「情報通信省による、民主的なネパールのためのメディア政策、メディア

戦略策定」（MoIC to Formulate Media policy and Strategy for Democratic Nepal） 
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＜シンプル SWOT＞ 
強 み 弱 み 

内
部
の
状
況 

1.  憲法に明確なビジョンが示されている（自

由で公正なメディア） 
2.  有能で有識な人材 
3.  リーダーシップの奨励 
4.  機関の設置（省、部、プレス評議会、ジャ

ーナリスト協会等） 
5.  メディア情報のデータベース、十分な情報

 

1.  人的資源、組織の経験及びその他のリソース 
2.  2009 年のメディア政策。最新のポリシーの欠如

3.  電子メディアをモニターする機関の欠如 
4.  近代的な技術の管理運用のためのトレーニング

が不十分 
5.  周波数管理政策の欠如 
6.  適正な接続性の欠如 

機 会 脅 威 

外
部
の
状
況 

1.  技術的進歩の活用 
2.  インフォームド社会とユーザーの高い認

識 
3.  競争的な環境 
4.  民間セクターによるメディアへの投資が

増えている 
5.  インフラの共有 

1.  国際メディアによる支配/介入 
2.  モニタリングの欠如（セキュリティ状況） 
3.  持続可能メディアを脅かすエネルギー危機 
4.  メディア、メディア人の危険 
5.  扇情的で不正確な報道 

 
＜クロス SWOT＞ 
 強 み 弱 み 

機 

会 

アクティブ/アグレッシブ戦略 
1.  顧客の獲得強化・広告収入の増加 
2.  信頼度、信用の向上 
3.  経営資源（データベース、人材、インフ

ラ等）の有効活用による競争力強化 
4.  豊富な人材を活用し法・制度への適応力

を強化する 

改善/縮小戦略 
1.  技術革新への対応方針の策定 
2.  顧客層の拡大（民間の顧客）、固定化 
3.  技術革新に対応するための技術者のトレーニ

ング 
4.  インフラの充実による聴取可能範囲の拡大と

質の向上 

脅 
威 

解決/多角化戦略 
1.  法規制及びモデルを示すことによりイエ

ロージャーナリズムに対峙する 
2.  知識豊富な人材を役立てる 
3.  法規制を設ける 
 

迂回/退避戦略 
1.  政策制度の早急な改定によりメディアの安全

を確保する 
2.  電子メディアをモニタリングするシステムを

構築し、イエロージャーナリズムに備える 
3.  適切なトレーニングにより職員の能力向上を図

り、外国メディアによるドミネーションを避け

る 

 
情報通信省は、優れた人材を擁する行政機関であり、指導力を発揮し、自由・中立・公正で独立し

たメディアのあり方を新憲法に盛り込むよう努めている。現在のメディア政策と周波数に関する法令

は古く、また、メディア（特に電子メディア）の適正なモニタリングシステムは整備されていない。

さらに、情報通信省は十分な数の人的資源を有するものの、現在のニーズに対応していくための十分

なトレーニングを実施できていない。しかし、民間セクターが増加し、社会に対してより充実した情

報提供を行える機会がある。国際メディアの台頭と市場の独占や、国内の厳しいエネルギー事情、個

人や団体によるメディアの乱用、メディアとメディア人の安全保障の課題等は対応していかなければ

ならない脅威としてある。 
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ク
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プ
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ェ
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管

理
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、
先

方
政

府
と

の
協

議
の

結
果

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
ダ

イ
レ

ク
タ

ー

を
置

か
な

い
こ

と
と

し
、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
マ

ネ
ジ

ャ
ー

2
名

の
体

制
で

運
営

を
進

め

る
こ

と
と

な
っ

た
。

常
に

次
官

を
巻

き
込

む
配

慮
が

必
要

と
予

測
さ

れ
る

。
 

・
C

/P
の

能
力

水
準

は
概

し
て

高
く

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
活

動
に

意
欲

的
で

あ
る

。
ま

た
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
活

動
は

各
実

施
機

関
の

本
来

業
務

に
沿

っ
て

い
る

た
め

十
分

に

実
施

可
能

と
考

え
ら

れ
る

。
 

・
ネ

パ
ー

ル
の

政
治

情
勢

の
影

響
に

よ
る

C
/P

の
人

事
異

動
な

ど
が

発
生

す
る

場
合

、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
実

施
体

制
が

そ
の

影
響

を
受

け
る

可
能

性
が

あ
る

。
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７．評価グリッド 



 

・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
は

ネ
パ

ー
ル

国
の

政
策

、
ニ

ー
ズ

に
合

致
し

て
い

る
か

？
 

・
本

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
計

画
内

容
は

、
ラ

ジ
オ

ネ
パ

ー
ル

の
改

革
及

び
メ

デ
ィ

ア
政

策
の

改
定

を
通

じ
て

、
正

確
・

中
立

・
公

正
な

メ
デ

ィ
ア

の
モ

デ
ル

を
示

し
、

ネ

パ
ー

ル
国

の
民

主
化

プ
ロ

セ
ス

と
平

和
構

築
の

促
進

に
貢

献
す

る
こ

と
で

あ
り

、

ネ
パ

ー
ル

国
暫

定
3
カ

年
計

画
及

び
ラ

ジ
オ

ネ
パ

ー
ル

の
公

共
放

送
化

検
討

・
推

進
と

整
合

し
て

い
る

。
 

 

ネ
パ

ー
ル

国
暫

定
3
カ

年
計

画
 

・
ネ

パ
ー

ル
国

政
府

は
、

20
07

年
7
月

に
作

成
し

た
暫

定
3
カ

年
計

画
に

お
い

て
民

主
化

促
進

と
平

和
構

築
を

掲
げ

て
い

る
。

ま
た

、
優

先
課

題
の

ひ
と

つ
と

し
て

情

報
通

信
分

野
の

開
発

を
挙

げ
、

ネ
パ

ー
ル

全
土

の
農

業
、

商
工

業
に

新
し

い
通

信

技
術

を
効

果
的

に
役

立
て

る
こ

と
を

目
標

と
し

て
い

る
。

さ
ら

に
、

人
権

尊
重

促

進
の

分
野

に
お

い
て

は
、

国
民

と
の

効
率

的
な

通
信

媒
体

と
し

て
マ

ス
コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
の

利
用

を
促

進
し

、
フ

ォ
ー

マ
ル

・
ノ

ン
フ

ォ
ー

マ
ル

教
育

に
役

立

て
る

と
し

て
い

る
。

 
 ラ

ジ
オ

ネ
パ

ー
ル

公
共

放
送

化
検

討
・

推
進

 

・
ネ

パ
ー

ル
国

政
府

は
民

主
的

な
社

会
に

お
け

る
放

送
の

公
共

性
を

か
ん

が
み

、
現

在
、

国
営

放
送

で
あ

る
ラ

ジ
オ

ネ
パ

ー
ル

を
公

共
放

送
化

す
る

た
め

の
検

討
を

進

め
て

い
る

。
 

妥
当

性
 

必
要

性
・

優
先

度
 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

は
ネ

パ
ー

ル
国

の
開

発
課

題
「

平
和

構

築
」

「
民

主
化

プ
ロ

セ
ス

の

推
進

」
「

中
立

・
公

正
な

メ

デ
ィ

ア
の

育
成

」
へ

の
取

り

組
み

と
し

て
有

効
か

？
 

・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
は

日
本

の
ネ

パ
ー

ル
援

助
政

策
に

合
致

し
て

い
る

か
？

 

・
日

本
政

府
は

、
「

対
ネ

パ
ー

ル
経

済
協

力
方

針
」

（
20

08
年

4
月

）
に

お
い

て
「

平

和
構

築
・

民
主

化
支

援
」

を
重

点
分

野
と

し
、

「
民

主
化

プ
ロ

セ
ス

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
」

を
実

施
し

て
い

る
。

実
施

方
針

と
し

て
「

制
憲

議
会

及
び

憲
法

制
定

プ
ロ

セ
ス

等
、

新
し

い
国

づ
く

り
を

進
め

る
た

め
の

体
制

づ
く

り
及

び
民

主
化

プ
ロ

セ
ス

を
推

進
す

る
た

め
に

、
憲

法
制

定
及

び
制

憲
議

会
支

援
、
平

等
/公

正
な

選
挙

制
度

の
構

築
、

メ
デ

ィ
ア

等
を

通
じ

た
民

主
化

プ
ロ

セ
ス

支
援

、
基

本
法

の
整

備
支

援
を

そ
れ

ぞ
れ

進
め

て
い

く
」

と
し

て
い

る
。

本
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
は

、
こ

れ
か

ら
進

む
国

づ
く

り
に

お
い

て
重

要
な

役
割

を
果

た
す

メ
デ

ィ
ア

の
能

力
強

化
で

あ
り

、
「

対
ネ

パ
ー

ル
経

済
協

力
方

針
」

及
び

「
民

主
化

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
」

と
整

合
し

て
い

る
。
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手
段

と
し

て
の

適
切

性
 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
計

画
内

容
は

、
ネ

パ
ー

ル
国

の
開

発

課
題

「
平

和
構

築
」

「
民

主

化
プ

ロ
セ

ス
の

推
進

」
「

中

立
・

公
正

な
メ

デ
ィ

ア
の

育

成
」

に
対

し
て

効
果

を
上

げ

る
手

段
と

し
て

適
切

か
？

 

・
情

報
通

信
省

及
び

ラ
ジ

オ
ネ

パ
ー

ル
に

お
け

る
活

動
計

画
は

適
切

か
？

 
日

本
の

技
術

的

優
位

性
は

あ
る

か
？

 

手
段

と
し

て
の

適
切

性
 

・
民

主
化

プ
ロ

セ
ス

を
支

え
る

た
め

に
は

、
国

民
に

正
確

・
中

立
・

公
正

な
情

報
を

伝
え

る
メ

デ
ィ

ア
が

不
可

欠
で

あ
る

。
そ

の
た

め
、

法
令

に
よ

り
正

確
・

中
立

・

公
正

な
メ

デ
ィ

ア
を

規
定

し
、

ま
た

、
ラ

ジ
オ

ネ
パ

ー
ル

を
モ

デ
ル

と
し

て
示

す

こ
と

は
、

直
接

的
に

ネ
パ

ー
ル

国
の

開
発

課
題

解
決

の
た

め
に

貢
献

す
る

こ
と

に

な
る

。
 

 実
施

機
関

の
妥

当
性

 

・
情

報
通

信
省

は
、

メ
デ

ィ
ア

政
策

の
推

進
を

担
う

政
府

機
関

で
あ

り
、

放
送

、
出

版
を

管
轄

し
て

い
る

の
で

、
情

報
通

信
省

の
政

策
支

援
を

行
う

こ
と

に
よ

り
ネ

パ

ー
ル

国
の

メ
デ

ィ
ア

へ
の

波
及

効
果

が
見

込
め

、
実

施
機

関
と

し
て

の
妥

当
性

が

認
め

ら
れ

る
。

 

・
ラ

ジ
オ

ネ
パ

ー
ル

は
、

ネ
パ

ー
ル

全
土

を
カ

バ
ー

し
、

多
様

な
聴

取
者

を
も

つ
国

営
メ

デ
ィ

ア
機

関
で

、
現

在
、

公
共

放
送

化
の

検
討

が
進

め
ら

れ
て

い
る

。
ラ

ジ

オ
ネ

パ
ー

ル
を

中
立

・
公

正
な

メ
デ

ィ
ア

の
モ

デ
ル

と
し

て
育

成
す

る
こ

と
に

よ

り
、

他
の

多
く

の
メ

デ
ィ

ア
機

関
及

び
ネ

パ
ー

ル
国

民
に

波
及

効
果

が
期

待
さ

れ

る
。

 

 

日
本

の
技

術
的

優
位

性
 

・
日

本
に

は
、

戦
後

に
つ

く
ら

れ
た

放
送

法
や

公
共

放
送

・
N

H
K

が
あ

り
、

当
分

野

に
つ

い
て

の
技

術
的

優
位

性
が

あ
る

と
い

え
る

。
 

・
日

本
は

戦
後

の
国

家
再

建
の

な
か

で
正

確
・

中
立

・
公

正
な

メ
デ

ィ
ア

育
成

の
た

め
の

政
策

実
施

の
経

験
を

有
し

て
い

る
。
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プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

目
標

の
内

容
 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

目
標

「
（

ラ

ジ
オ

ネ
パ

ー
ル

の
改

革
及

び
メ

デ
ィ

ア
政

策
の

改
定

を
通

じ
て

）
民

主
化

の
過

程

に
お

け
る

正
確

・
中

立
・

公

正
な

メ
デ

ィ
ア

の
モ

デ
ル

が
示

さ
れ

る
」

は
適

切
か

？

・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
目

標
「

（
ラ

ジ
オ

ネ
パ

ー
ル

の
改

革
及

び
メ

デ
ィ

ア
政

策
の

改
定

を
通

じ

て
）
民

主
化

の
過

程
に

お
け

る
正

確
・
中

立
・

公
正

な
メ

デ
ィ

ア
の

モ
デ

ル
が

示
さ

れ
る

」

は
適

切
か

？
 

指
標

デ
ー

タ
は

適
切

か
？

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

目
標

の
妥

当
性

 

・
ネ

パ
ー

ル
に

お
い

て
は

民
主

体
制

に
合

致
し

な
い

メ
デ

ィ
ア

政
策

や
ジ

ャ
ー

ナ
リ

ス
ト

の
プ

ロ
フ

ェ
ッ

シ
ョ

ナ
リ

ズ
ム

の
欠

如
に

よ
り

メ
デ

ィ
ア

の
機

能
が

果
た

さ

れ
て

お
ら

ず
、

民
主

化
プ

ロ
セ

ス
が

阻
害

さ
れ

て
い

る
。

同
課

題
に

対
処

す
る

た

め
に

は
正

確
・

中
立

・
公

正
な

メ
デ

ィ
ア

の
モ

デ
ル

を
提

示
す

る
こ

と
が

不
可

欠

で
あ

り
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

目
標

「
（

ラ
ジ

オ
ネ

パ
ー

ル
の

改
革

及
び

メ
デ

ィ
ア

政
策

の
改

定
を

通
じ

て
）

民
主

化
の

過
程

に
お

け
る

正
確

・
中

立
・

公
正

な
メ

デ
ィ

ア

の
モ

デ
ル

が
示

さ
れ

る
」

は
明

確
で

適
切

で
あ

る
。

 
指

標
の

妥
当

性
 

・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
目

標
の

定
量

的
な

指
標

デ
ー

タ
は

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

実
施

中
の

定
期

的
な

調
査

活
動

に
よ

り
収

集
が

可
能

で
あ

る
。

 

有
効

性
 

（
予

測
）

 

因
果

関
係

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
成

果
「

情

報
通

信
省

に
よ

り
メ

デ
ィ

ア
政

策
・

法
令

・
指

針
の

改

定
案

が
策

定
さ

れ
る

」
と

「
ラ

ジ
オ

ネ
パ

ー
ル

の
公

共
放

送
局

と
し

て
の

機
能

が
強

化
さ

れ
る

」
を

実
現

す

る
こ

と
に

よ
り

、
プ

ロ
ジ

ェ

ク
ト

目
標

「
（

ラ
ジ

オ
ネ

パ

ー
ル

の
改

革
及

び
メ

デ
ィ

ア
政

策
の

改
定

を
通

じ
て

）

民
主

化
の

過
程

に
お

け
る

正
確

・
中

立
・

公
正

な
メ

デ

ィ
ア

の
モ

デ
ル

が
示

さ
れ

る
」

を
達

成
で

き
る

か
？

 

・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
成

果
「

情
報

通
信

省
に

よ
り

メ
デ

ィ
ア

政
策

・
法

令
・

指
針

の
改

定
案

が

策
定

さ
れ

る
」

と
「

ラ
ジ

オ
ネ

パ
ー

ル
の

公

共
放

送
局

と
し

て
の

機
能

が
強

化
さ

れ
る

」

を
実

現
す

る
こ

と
に

よ
り

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト

終
了

時
に

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
目

標
「

（
ラ

ジ

オ
ネ

パ
ー

ル
の

改
革

及
び

メ
デ

ィ
ア

政
策

の

改
定

を
通

じ
て

）
民

主
化

の
過

程
に

お
け

る

正
確

・
中

立
・

公
正

な
メ

デ
ィ

ア
の

モ
デ

ル

が
示

さ
れ

る
」

を
達

成
で

き
る

か
？

 

・
外

部
条

件
、

阻
害

要
因

は
適

切
に

認
識

さ
れ

て
い

る
か

？
 

成
果

と
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
目

標
の

関
係

性
 

・
本

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
成

果
と

し
て

、
現

状
課

題
と

整
合

し
て

い
な

い
メ

デ
ィ

ア
政

策
の

是
正

と
正

確
・

中
立

・
公

正
な

情
報

を
広

く
国

民
に

届
け

る
公

共
性

の
高

い

メ
デ

ィ
ア

と
し

て
の

ラ
ジ

オ
ネ

パ
ー

ル
の

育
成

を
図

る
こ

と
を

設
定

し
て

い
る

。

こ
の

2
つ

の
成

果
を

達
成

す
る

こ
と

で
、

民
主

国
家

に
お

け
る

メ
デ

ィ
ア

の
正

常

化
を

め
ざ

す
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
目

標
を

達
成

す
る

こ
と

が
想

定
さ

れ
る

。
 

 外
部

条
件

と
阻

害
要

因
 

・
C

/P
人

事
に

お
い

て
政

治
の

影
響

を
受

け
る

可
能

性
は

あ
る

が
、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
活

動
が

実
施

さ
れ

る
限

り
一

定
の

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

目
標

達
成

は
可

能
で

あ
る

。
 

・
極

端
な

政
治

介
入

及
び

メ
デ

ィ
ア

政
策

の
変

更
が

な
い

限
り

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
活

動
が

実
施

さ
れ

れ
ば

一
定

の
成

果
が

産
出

さ
れ

る
と

見
込

め
る

。
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コ
ス

ト
 

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

、
プ

ロ
ジ

ェ

ク
ト

目
標

は
投

入
コ

ス
ト

に
見

合
っ

た
も

の
か

？
 

・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
目

標
「

（
ラ

ジ
オ

ネ
パ

ー
ル

の
改

革
及

び
メ

デ
ィ

ア
政

策
の

改
定

を
通

じ

て
）
民

主
化

の
過

程
に

お
け

る
正

確
・
中

立
・

公
正

な
メ

デ
ィ

ア
の

モ
デ

ル
が

示
さ

れ
る

」

を
達

成
で

き
る

場
合

、
ネ

パ
ー

ル
国

に
お

け

る
他

の
「

メ
デ

ィ
ア

支
援

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

」

「
平

和
構

築
・

民
主

化
プ

ロ
セ

ス
促

進
プ

ロ

ジ
ェ

ク
ト

」
と

比
較

し
て

費
用

対
効

果
は

妥

当
か

？
 

・
本

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
実

施
機

関
で

あ
る

ラ
ジ

オ
ネ

パ
ー

ル
に

は
19

80
年

代
か

ら
無

償
資

金
協

力
に

よ
る

機
材

供
与

及
び

人
材

育
成

を
実

施
し

て
お

り
、

機
材

及
び

人

材
を

本
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

お
い

て
活

用
で

き
る

た
め

、
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
を

効
率

的

に
産

出
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。

 

 

・
外

部
要

件
、

前
提

条
件

は
ネ

パ
ー

ル
の

政
治

情
勢

に
関

す
る

も
の

で
不

確
定

要
素

が
多

い
。

憲
法

の
制

定
プ

ロ
セ

ス
や

治
安

状
況

な
ど

が
効

率
的

な
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト

の
実

施
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

。
 

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

の
内

容
 

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

は
適

切
に

設
定

さ
れ

て
い

る
か

？
 

・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
成

果
「

情
報

通
信

省
に

よ
り

メ
デ

ィ
ア

政
策

・
法

令
・

指
針

の
改

定
案

が

策
定

さ
れ

る
」

と
「

ラ
ジ

オ
ネ

パ
ー

ル
の

公

共
放

送
局

と
し

て
の

機
能

が
強

化
さ

れ
る

」

の
目

標
値

と
指

標
は

妥
当

か
？

 
指

標
入

手

手
段

は
適

切
か

？
 

・
成

果
の

目
標

と
し

て
、

政
策

の
改

定
及

び
ラ

ジ
オ

ネ
パ

ー
ル

の
公

共
放

送
と

し
て

の
機

能
強

化
を

設
定

し
て

い
る

。
指

標
は

、
公

式
な

刊
行

物
及

び
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト

に
よ

る
調

査
か

ら
入

手
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 ・
外

部
要

件
、

前
提

条
件

は
ネ

パ
ー

ル
の

政
治

情
勢

に
関

す
る

も
の

で
不

確
定

要
素

が
多

い
。

憲
法

の
制

定
プ

ロ
セ

ス
や

治
安

状
況

な
ど

が
効

率
的

な
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト

の
実

施
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

。
 

効
率

性
 

（
予

測
）

 

因
果

関
係

・
タ

イ
ミ

ン
グ

 

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

を
産

出
す

る
た

め
の

活
動

が
適

時
・

適

切
に

計
画

さ
れ

て
い

る

か
？

 

・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
成

果
「

情
報

通
信

省
に

よ
り

メ
デ

ィ
ア

政
策

・
法

令
・

指
針

の
改

定
案

が

策
定

さ
れ

る
」

と
「

ラ
ジ

オ
ネ

パ
ー

ル
の

公

共
放

送
局

と
し

て
の

機
能

が
強

化
さ

れ
る

」

を
実

現
す

る
た

め
に

十
分

な
活

動
と

投
入

が

計
画

さ
れ

て
い

る
か

？
 

外
部

条
件

は
適

切

に
認

識
さ

れ
て

い
る

か
？

 

・
外

部
要

件
、

前
提

条
件

は
ネ

パ
ー

ル
の

政
治

情
勢

に
関

す
る

も
の

で
不

確
定

要
素

が
多

い
。

憲
法

の
制

定
プ

ロ
セ

ス
や

治
安

状
況

な
ど

が
効

率
的

な
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト

の
実

施
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

。
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上

位
目

標
の

内
容

 

上
位

目
標

「
平

和
構

築
・

民

主
化

プ
ロ

セ
ス

を
促

進
す

る
た

め
の

メ
デ

ィ
ア

能
力

が
育

成
さ

れ
る

」
の

内
容

は

適
切

か
？

 

・
上

位
目

標
「

メ
デ

ィ
ア

の
正

確
性

・
中

立
性

・

公
正

性
の

原
則

を
尊

重
す

る
環

境
が

醸
成

さ

れ
る

」
の

指
標

と
目

標
値

は
妥

当
か

？
 

指

標
入

手
手

段
は

適
切

か
？

 

・
上

位
目

標
に

関
し

て
は

、
正

確
・

中
立

・
公

正
な

メ
デ

ィ
ア

の
モ

デ
ル

が
確

立
し

、

民
主

化
プ

ロ
セ

ス
が

維
持

さ
れ

、
改

定
さ

れ
た

メ
デ

ィ
ア

政
策

・
法

令
・

指
針

が

実
施

さ
れ

る
こ

と
に

よ
り

達
成

さ
れ

る
と

予
測

さ
れ

る
。

 

因
果

関
係

 

上
位

目
標

「
メ

デ
ィ

ア
の

正

確
性

・
中

立
性

・
公

正
性

の

原
則

を
尊

重
す

る
環

境
が

醸
成

さ
れ

る
」

の
発

現
は

見

込
め

る
か

（
因

果
関

係
、

外

部
条

件
、

阻
害

要
因

）
 

・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
目

標
「

（
ラ

ジ
オ

ネ
パ

ー
ル

の
改

革
及

び
メ

デ
ィ

ア
政

策
の

改
定

を
通

じ

て
）
民

主
化

の
過

程
に

お
け

る
正

確
・
中

立
・

公
正

な
メ

デ
ィ

ア
の

モ
デ

ル
が

示
さ

れ
る

」

の
効

果
と

し
て

上
位

目
標

「
メ

デ
ィ

ア
の

正

確
性

・
中

立
性

・
公

正
性

の
原

則
を

尊
重

す

る
環

境
が

醸
成

さ
れ

る
」

の
発

現
は

見
込

め

る
か

？
 

・
外

部
条

件
は

適
切

に
認

識
さ

れ
て

い
る

か
？

・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
活

動
及

び
成

果
に

つ
い

て
普

及
、

広
報

活
動

を
十

分
に

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
上

位
目

標
の

発
現

を
見

込
む

こ
と

が
で

き
る

。
 

 ・
上

位
目

標
達

成
の

阻
害

要
因

と
し

て
、

政
治

介
入

や
民

主
化

プ
ロ

セ
ス

の
後

退
が

考
え

ら
れ

る
。

 

イ
ン

パ
ク

ト

（
予

測
）

 

波
及

効
果

 

上
位

目
標

以
外

の
ポ

ジ
テ

ィ
ブ

・
ネ

ガ
テ

ィ
ブ

な
効

果
、

影
響

が
想

定
さ

れ
る

か
？

 
 

・
「

（
ラ

ジ
オ

ネ
パ

ー
ル

の
改

革
及

び
メ

デ
ィ

ア
政

策
の

改
定

を
通

じ
て

）
民

主
化

の
過

程

に
お

け
る

正
確

・
中

立
・

公
正

な
メ

デ
ィ

ア

の
モ

デ
ル

が
示

さ
れ

る
」

こ
と

に
よ

り
上

位

目
標

「
メ

デ
ィ

ア
の

正
確

性
・

中
立

性
・

公

正
性

の
原

則
を

尊
重

す
る

環
境

が
醸

成
さ

れ

る
」

以
外

に
発

現
が

想
定

さ
れ

る
効

果
・

影

響
（

波
及

効
果

）
が

あ
る

か
？

 
マ

イ
ナ

ス

の
影

響
に

つ
い

て
、

そ
れ

を
軽

減
す

る
た

め

の
対

策
は

と
ら

れ
て

い
る

か
？

 

・
プ

ラ
ス

の
イ

ン
パ

ク
ト

と
し

て
ラ

ジ
オ

ネ
パ

ー
ル

の
公

共
サ

ー
ビ

ス
番

組
（

遠
隔

教
育

、
農

業
、

衛
生

な
ど

）
が

充
実

し
、

カ
バ

レ
ッ

ジ
が

広
が

る
こ

と
に

よ
り

地

方
の

貧
困

軽
減

、
社

会
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

に
貢

献
す

る
可

能
性

が
あ

る
。

 

 ・
マ

イ
ナ

ス
の

イ
ン

パ
ク

ト
は

想
定

さ
れ

な
い

。
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政
策

・
制

度
面

 

ネ
パ

ー
ル

国
政

府
の

メ
デ

ィ
ア

分
野

へ
の

取
り

組
み

は
本

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

終
了

後
も

継
続

す
る

の
か

？

予
算

措
置

は
適

切
に

行
わ

れ
る

か
？

 

・
ネ

パ
ー

ル
国

政
府

の
正

確
・

中
立

・
公

正
な

メ
デ

ィ
ア

育
成

へ
の

取
り

組
み

は
、

本
プ

ロ

ジ
ェ

ク
ト

終
了

後
も

継
続

す
る

か
？

 
本

プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
終

了
後

の
広

が
り

を
支

援
す

る

取
り

組
み

が
担

保
さ

れ
る

か
？

 

・
民

主
化

プ
ロ

セ
ス

が
進

捗
す

る
な

か
で

、
政

府
及

び
情

報
通

信
省

の
、

正
確

・
中

立
・

公
正

な
メ

デ
ィ

ア
育

成
へ

の
政

策
・

取
り

組
み

は
継

続
す

る
と

見
込

ま
れ

る
。

 

 ・
ラ

ジ
オ

の
ほ

か
、

さ
ま

ざ
ま

な
広

報
活

動
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

こ
と

に
加

え
、

マ
ス

メ
デ

ィ
ア

を
通

じ
て

改
定

さ
れ

た
メ

デ
ィ

ア
政

策
・

法
令

・
指

針
を

普
及

す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

組
織

・
財

政
面

 

協
力

終
了

後
に

自
立

発
展

で

き
る

組
織

能
力

は
あ

る
か

？

財
政

措
置

は
十

分
に

講
じ

ら

れ
る

か
？

 

・
情

報
通

信
省

及
び

ラ
ジ

オ
ネ

パ
ー

ル
は

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
終

了
後

も
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

効

果
を

持
続

発
展

さ
せ

て
い

く
た

め
の

活
動

を

す
る

能
力

が
あ

る
か

？
 

・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

効
果

を
持

続
発

展
さ

せ
て

い
く

た
め

の
経

常
経

費
を

含
む

予
算

の
確

保

を
行

え
る

か
？

 

・
情

報
通

信
省

の
マ

ン
デ

ー
ト

と
し

て
実

施
さ

れ
る

活
動

が
本

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
活

動
で

あ
り

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
へ

の
オ

ー
ナ

ー
シ

ッ
プ

は
高

く
、

予
算

の
確

保
も

可

能
で

あ
る

。
 

 ・
ラ

ジ
オ

ネ
パ

ー
ル

は
、

広
く

国
民

に
公

共
放

送
と

し
て

情
報

を
伝

達
す

る
マ

ン
デ

ー
ト

を
も

ち
、

将
来

的
に

も
公

共
放

送
局

と
し

て
組

織
が

維
持

さ
れ

る
見

込
み

で

あ
る

。
一

方
で

、
公

共
放

送
化

に
伴

い
、

ラ
ジ

オ
ネ

パ
ー

ル
の

財
源

の
あ

り
方

が

議
論

さ
れ

て
お

り
、

不
確

定
要

素
は

確
認

さ
れ

て
い

る
。

ラ
ジ

オ
ネ

パ
ー

ル
は

プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
活

動
を

通
じ

て
財

務
の

体
質

を
改

善
し

、
経

常
経

費
を

含
む

予
算

を

確
保

し
て

い
く

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
 

自
立

発
展

性

（
見

込
み

）

 
 

 
 

技
術

面
 

技
術

移
転

の
手

法
は

許
容

さ
れ

る
か

？
（

技
術

レ
ベ

ル
、

社
会

的
・

慣
習

的
要

因

な
ど

）
 

・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
で

導
入

予
定

の
資

機
材

に
つ

い
て

維
持

管
理

能
力

が
あ

る
か

？
 

ラ
ジ

オ

送
信

機
材

の
維

持
管

理
は

適
切

に
行

わ
れ

る

か
？

 

・
ラ

ジ
オ

ネ
パ

ー
ル

は
、

19
80

年
代

以
降

、
無

償
資

金
協

力
に

よ
り

供
与

さ
れ

た
機

材

を
適

切
に

維
持

管
理

し
て

お
り

、
維

持
管

理
能

力
を

有
し

て
い

る
。

人
員

の
異

動
も

限
定

的
で

あ
る

た
め

技
術

力
も

組
織

内
に

保
持

さ
れ

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
。
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